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一　

は
じ
め
に

　

冷
戦
時
代
に
お
け
る
自
衛
隊
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
自
衛
隊
の
合
憲
性
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
争
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
冷
戦

が
終
結
し
た
今
日
で
は
、
例
え
ば
「
宇
宙
作
戦
隊
」
の
新
編
や
「
い
ず
も
」
型
護
衛
艦
の
「
空
母
化
」
な
ど
、
自
衛
隊
の
変
容
に
対
す
る

関
心
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
現
在
の
自
衛
隊
の
変
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
冷
戦
時
代
に
遡
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
自
衛
隊
の

変
容
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
自
衛
隊
の
「
変
化
」
と
「
不
易
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

冷
戦
時
代
を
め
ぐ
る
日
本
の
防
衛
政
策
史
の
研
究
に
お
い
て
は
、
第
一
次
防
衛
力
整
備
計
画
（
一
九
五
八
―
一
九
六
〇
年
度
を
対
象
に
）

か
ら
第
四
次
防
衛
力
整
備
計
画
（
一
九
七
二
―
一
九
七
六
年
度
を
対
象
に；

以
下
、
四
次
防
）
に
か
け
て
の
期
間
を
一
段
階
目
と
し
、
一
九
七

六
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
防
衛
計
画
の
大
綱
」（
以
下
、
大
綱
）
以
降
の
期
間
を
二
段
階
目
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
大
綱
の
成
立
に
よ
り
、

日
本
の
防
衛
力
構
想
が
所
要
防
衛
力
構
想
か
ら
基
盤
的
防
衛
力
構
想
に
転
換
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
に
お
け
る
通
説
で
あ

る（
1
）。

特
に
基
盤
的
防
衛
力
の
「
脱
脅
威
」（
脅
威
を
前
提
と
し
な
い
防
衛
力
）
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、「
脱
脅
威
論
」
を

批
判
す
る
「
低
脅
威
論
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。「
低
脅
威
論
」
は
、
大
綱
に
お
い
て
は
脅
威
の
レ
ベ
ル
が
下
方
修
正
さ
れ
た
も
の
の
、

限
定
的
か
つ
小
規
模
な
侵
略
と
い
う
「
低
脅
威
」
に
対
処
す
る
た
め
の
「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
」
が
保
持
さ
れ
る
形
で
、
所
要
防
衛
力
の

要
素
が
残
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い（
2
）る。

　

こ
の
よ
う
な
「
脱
脅
威
」
対
「
低
脅
威
」
論
争
の
問
題
点
と
し
て
、「
脱
脅
威
」
を
原
則
と
す
る
「
基
盤
的
防
衛
力
」
と
「
低
脅
威
」

の
「
所
要
防
衛
力
」
の
ど
ち
ら
も
定
義
や
中
身
が
不
明
確
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
自
衛
隊
の
変
容
を
導
い
た
の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。

「
基
盤
的
防
衛
力
」
あ
る
い
は
「
低
脅
威
論
」
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
基
盤
」
あ
る
い
は
「
低
脅
威
」
の
内
容
の
明
示
、
そ
し
て

そ
の
内
容
で
必
要
と
な
る
自
衛
隊
の
変
容
の
中
身
が
直
接
的
に
算
出
さ
れ
た
証
拠
が
見
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
脱
脅
威
・
低
脅
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威
と
い
う
防
衛
構
想
の
原
則
を
め
ぐ
る
論
争
だ
け
で
な
く
、
自
衛
隊
の
変
容
を
体
系
的
に
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
綱
成
立
後
の

時
期
（
一
九
七
七
―
一
九
八
七
年
度
）
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容
と
は
何
か
と
い
う
本
稿
の
一
つ
目
の
問
い
を
設
定
し
た
い
。
本
稿
で
注
目

す
る
の
は
、
ポ
ス
ト
四
次
防
（
一
九
七
七
―
一
九
七
九
年
度
）
と
中
期
業
務
見
積
り
（
一
九
八
〇
―
一
九
八
四
年（
3
）度）
で
決
定
さ
れ
た
主
要
な

項
目
と
そ
れ
ら
の
項
目
の
実
施
（
基
本
的
に
一
九
八
七
年
度
に
完
成
し
た
）
で
あ
る
。

　

次
に
、
当
該
時
期
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
化
の
原
因
に
関
し
、
外
部
脅
威
論
と
同
盟
政
治
論
と
い
う
二
つ
の
説
明
が
存
在
し
て
い
る
。

外
部
脅
威
論
者
は
、
ソ
連
の
脅
威
と
米
国
の
提
供
す
る
保
護
に
差
が
生
じ
る
と
、
日
本
が
Ｆ
‐
15
戦
闘
機
や
Ｐ
‐
３
Ｃ
固
定
翼
対
潜
哨
戒

機
（
以
下
、
対
潜
機
）
の
購
入
な
ど
で
、
防
衛
力
を
高
め
る
と
主
張
し
て
い（
4
）る。

同
盟
政
治
論
者
は
、
カ
ー
タ
ー
（Jim

m
y Carter

）
政
権

に
お
い
て
、
日
米
間
の
兵
力
構
造
の
「
相
互
補
完
性
」（
米
国
製
兵
器
の
導
入
で
、
対
潜
や
防
空
能
力
の
向
上
）
の
概
念
が
成
立
し
、
自
衛
隊

が
米
国
製
の
Ｆ
‐
15
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
を
導
入
し
、
八
艦
八
機
体
制
（
詳
細
は
後
述
）
を
成
立
さ
せ
た
と
主
張
し
て
い（
5
）る。

　

し
か
し
、
外
部
脅
威
論
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
の
防
衛
力
の
変
化
が
差
し
迫
っ
た
脅
威
を
計
算
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
問
の

余
地
が
あ
る
。
Ｆ
‐
15
や
Ｐ
‐
３
Ｃ
な
ど
を
導
入
す
る
動
き
は
、
外
部
脅
威
が
ま
だ
強
く
な
か
っ
た
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇

年
代
前
半
に
は
す
で
に
存
在
し（
6
）た。

同
盟
政
治
論
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
相
互
補
完
性
の
概
念
が
成
立
す
る
前
に
す
で
に
新
型
兵
器
（
Ｆ
‐

15
や
Ｐ
‐
３
Ｃ
な
ど
）
の
導
入
の
動
き
が
あ
る
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
戦
後
自
衛
隊
が
一
貫
し
て
米
国
製
兵
器
を
中
心
と
し

て
整
備
し
て
お
り
、
相
互
補
完
性
の
内
容
と
し
て
「
防
空
」
と
「
対
潜
」
も
、
戦
後
自
衛
隊
の
一
貫
し
た
役
割
で
あ（
7
）る。
日
米
の
兵
力
構

造
の
相
互
補
完
性
の
検
討
が
、
自
衛
隊
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
は
言
い
に
く
い
。
自
衛
隊
の
変
容
を
説
明
す
る
た
め
に
、
別
の

要
因
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
該
時
期
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容
の
原
因
と
は
何
か
と
い
う
本
稿
の
二
つ
目
の
問
い
を
設

定
し
た
い
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
つ
目
の
問
い
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
、
自
衛
隊
の
変
容
に
対
し
て
理
論
的
検
討
を
す
る
う
え
で
必
要
な

定
義
や
操
作
化
を
行
っ
た
後
、
大
綱
成
立
後
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容
（
本
稿
の
従
属
変
数
）
を
実
証
す
る
。
次
に
、
二
つ
目
の
問
い
に
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つ
い
て
、
本
稿
の
第
三
章
で
、
政
軍
関
係
と
軍
事
技
術
の
変
化
と
い
う
二
つ
の
独
立
変
数
に
対
し
て
定
義
や
操
作
化
を
行
っ
て
仮
説
を
立

て
る
。
第
四
―
五
章
で
、
二
つ
の
変
数
を
実
証
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
理
論
的
含
意
や
今
後
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
検
討
で
本
稿
を

終
わ
ら
せ
る
。

二　

大
綱
成
立
後
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容

㈠　

自
衛
隊
の
変
容
に
関
す
る
概
念
的
検
討

　

本
稿
が
取
り
組
む
「
自
衛
隊
の
変
容
」
の
概
念
は
、
国
際
政
治
論
に
お
け
る
「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ン
ジ
」（M

ilitary Change

）
に
関

す
る
検
討
に
由
来
す
る
。
フ
ァ
レ
ル
（Theo Farrell

）
と
テ
リ
フ
（Terry Terriff

）
は
、「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ン
ジ
」
を
「
軍
事
組
織
の

目
標
、
実
際
の
戦
略
、
そ
し
て
・
あ
る
い
は
構
造
の
変
化
」
と
定
義
し
て
い（
8
）る。

具
体
的
に
は
、
軍
事
組
織
の
目
標
の
変
化
（
例
え
ば
戦

間
期
に
米
国
海
兵
隊
の
主
要
な
任
務
が
、
軽
歩
兵
か
ら
水
陸
両
用
作
戦
に
転
換
し
た
こ
と
）、
戦
略
の
変
化
（
例
え
ば
戦
間
期
に
お
い
て
、
米
国
海
軍
の

戦
艦
中
心
戦
略
が
航
空
母
艦
中
心
戦
略
に
転
換
し
た
こ
と
）、
そ
し
て
構
造
の
変
化
（
例
え
ば
将
来
の
戦
場
に
お
け
る
核
兵
器
の
影
響
に
対
処
す
る
た
め

に
、
米
陸
軍
が
ペ
ン
ト
ミ
ッ（
9
）クを

採
用
し
た
こ
と
）
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
大
き
な
「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ン
ジ
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対

し
、
変
化
が
作
戦
の
手
段
と
方
法
（
技
術
と
戦
術
）
に
限
ら
れ
、
組
織
の
戦
略
や
構
造
に
影
響
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
小
さ
な
変
化
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

　
「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ン
ジ
」
の
訳
語
に
つ
い
て
、
直
訳
と
し
て
は
「
軍
隊
の
変
容
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
研
究
対
象
の
自
衛
隊

に
当
て
は
め
る
と
、「
自
衛
隊
の
変
容
」
に
訳
し
て
い
）
10
（

る
。
本
稿
で
「
自
衛
隊
の
変
容
」
を
「
自
衛
隊
の
構
造
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
、
そ
し

て
作
戦
面
の
変
化
」
と
定
義
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
本
稿
が
扱
う
「
自
衛
隊
の
変
容
」
の
定
義
と
フ
ァ
レ
ル
ら
の
「
ミ
リ
タ
リ
ー
・
チ
ェ
ン
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ジ
」
の
定
義
が
異
な
る
理
由
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
フ
ァ
レ
ル
ら
の
定
義
に
、
部
隊
に
と
っ
て
重
要
な
基
盤

―
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
し
て
の

兵
器
シ
ス
テ
ム
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
専
守
防
衛
を
原
則
と
す
る
自
衛
隊
に
と
っ
て
、「
戦
略
」
レ
ベ
ル
の
変
化
は
難
し
い
。

ま
た
、
本
稿
は
、「
作
戦
」
の
変
化
を
「
小
さ
い
」
変
化
で
は
な
く
、
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
フ
ァ
レ
ル

ら
の
定
義
に
お
け
る
「
目
標
」
の
変
化
は
、
す
で
に
本
稿
の
定
義
に
お
け
る
要
素
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
し
い
目
標
が
あ

れ
ば
、
新
し
い
兵
器
の
導
入
や
編
成
の
調
整
、
そ
し
て
・
あ
る
い
は
作
戦
面
の
変
化
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
、「
自
衛
隊
の
変
容
」
の
操
作
化
を
し
て
お
く
。
第
一
に
、
自
衛
隊
の
構
造
の
変
化
に
は
、
自
衛
隊
の
規
模
と
部
隊
編
成
の

変
化
が
含
ま
れ
る
。
部
隊
の
編
成
の
変
化
に
は
、
新
し
い
部
隊
の
創
設
（
例
え
ば
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
担
当
す
る
部
隊
の
成
立
）、
既

存
の
部
隊
の
量
の
変
更
（
例
え
ば
、
飛
行
隊
部
隊
の
数
の
変
化
）、
既
存
の
部
隊
に
お
け
る
異
な
る
種
類
の
兵
器
の
量
の
相
対
的
変
動
（
例
え

ば
、
先
進
的
戦
闘
機
が
占
め
る
比
率
の
増
加
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

　

第
二
に
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
は
、
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
在
来
型
の
兵
器
の
更
新
・
質
的
向
上
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
兵
器
の
更
新
で
は
、
新
し
い
任
務
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
、
新
し
い
任
務
を
遂
行
で
き
る
兵
器
の
導
入
で
あ
る

（
例
え
ば
、
ミ
サ
イ
ル
防
衛
の
た
め
の
兵
器
）。
最
後
に
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
単
に
単
独
の
兵
器
の
導
入
だ
け
で

な
く
、
シ
ス
テ
ム
の
全
体
的
向
上
（
例
え
ば
、
兵
器
全
般
の
情
報
化
能
力
の
強
化
）
が
含
ま
れ
る
。

　

第
三
に
、
作
戦
面
の
変
化
に
は
、
ま
ず
作
戦
方
式
の
変
化
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
大
規
模
な
正
面
装
備
で
の
消
耗
戦
な
の
か
、
あ
る

い
は
情
報
中
心
的
・
機
動
的
作
戦
な
の
か
で
あ
る
。
ま
た
、
三
自
衛
隊
の
統
合
度

―
陸
海
空
自
衛
隊
は
統
合
的
に
訓
練
や
作
戦
を
す
る

か
ど
う
か

―
が
あ
る
。

㈡　

自
衛
隊
の
変
容
、
一
九
七
七
―
一
九
八
七
年
度

　

こ
の
節
で
は
、
四
次
防
最
終
年
度
（
一
九
七
六
年
度
）
と
大
綱
成
立
後
（
一
九
七
七
―
一
九
八
七
年
度
）
の
自
衛
隊
の
変
化
を
比
較
す
る
。
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1
　
自
衛
隊
の
構
造
の
変
化

　

自
衛
隊
の
構
造
に
つ
い
て
、
四
次
防
完
成
時
に
、
自
衛
隊
の
量
的
拡
大
は
基
本
的
に
完
成
し
、
陸
海
空
の
基
本
的
部
隊
は
整
備
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
大
綱
成
立
後
に
、
防
衛
予
算
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
％
枠
が
確
定
さ
れ
た
た
め
、
自
衛
隊
の
規
模
に
は
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た

が
、
編
成
に
変
化
が
起
こ
っ
た
。
陸
上
自
衛
隊
（
以
下
、
陸
自
）
の
編
成
に
は
小
さ
な
変
動
し
か
起
こ
ら
な
か
っ
た
が
、
海
上
自
衛
隊

（
以
下
、
海
自
）
と
航
空
自
衛
隊
（
以
下
、
空
自
）
の
編
成
は
、「
中
」
レ
ベ
ル
の
変
化
が
起
こ
っ
た
。

　

ま
ず
、
陸
自
は
四
国
に
混
成
団
を
設
立
し
、
そ
し
て
機
甲
師
団
の
新
編
を
行
っ
た
。
戦
車
の
数
に
つ
い
て
、
四
次
防
完
成
時
に
、
戦
車

の
総
数
は
七
九
〇
輌
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
五
三
中
業
完
成
時
に
、
総
数
は
一
〇
三
六
輌
に
な
り
、
先
進
的
な
七
四
式
戦
車
が
占
め
る
比

率
も
上
が
っ
）
11
（
た
（
詳
細
は
、
表
１
を
参
照
）。
な
お
、
陸
自
の
自
衛
官
定
数
（
一
八
万
人
）
と
実
員
は
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

海
自
の
先
進
的
な
対
潜
機
の
相
対
的
な
量
が
増
加
し
、
護
衛
隊
群
の
体
制
も
変
更
さ
れ
た
。
四
次
防
の
最
終
年
度
に
、
対
潜
機
の
Ｐ
‐

２
Ｊ
（
七
〇
機
）、
Ｐ
２
Ｖ
‐
７
（
一
九
機
）、
Ｐ
Ｓ
‐
）
12
（
１
（
一
七
機
）、
Ｓ
２
Ｆ
‐
１
（
三
五
機
）
を
保
有
し
て
い
た
が
、
一
九
七
七
年
に

四
五
機
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
導
入
が
決
ま
っ
た
。
一
九
八
七
年
度
末
に
、
す
で
に
四
〇
機
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
が
導
入
さ
れ
、
Ｓ
２
Ｆ
‐
１
と
Ｐ
２
Ｖ

‐
７
は
全
部
退
役
と
な
り
、
Ｐ
Ｓ
‐
１
は
五
機
、
Ｐ
‐
２
Ｊ
は
四
二
機
と
な
っ
）
13
（
た
。
そ
し
て
、
海
自
は
四
次
防
完
成
時
に
「
八
艦
六
機
体

制
」
の
四
個
護
衛
隊
群
を
保
有
し
、
一
個
護
衛
隊
群
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
、
ヘ
リ
）
搭
載
護
衛
艦
（
Ｄ
Ｄ
）
14
（

Ｈ
）
二
隻
（
一
隻
に
つ
き

ヘ
リ
三
機
搭
載
）、
ミ
サ
イ
ル
護
衛
艦
（
Ｄ
Ｄ
Ｇ
）
一
隻
、
護
衛
艦
（
Ｄ
Ｄ
Ａ
）
一
隻
、
対
潜
護
衛
艦
（
Ｄ
Ｄ
Ｋ
）
四
隻
か
ら
な
っ
て
い
た
。

大
綱
成
立
後
に
護
衛
隊
群
が
改
編
さ
れ
、
Ｄ
Ｄ
Ｈ
一
隻
、
Ｄ
Ｄ
Ｇ
二
隻
、
Ｄ
Ｄ
（
汎
用
護
衛
艦
）
五
隻
（
一
隻
に
つ
き
ヘ
リ
一
機
搭
載
）
と

い
う
「
八
艦
八
機
体
制
」
が
成
立
し
）
15
（

た
。
八
艦
八
機
体
制
は
、
八
艦
六
機
体
制
よ
り
、
防
空
能
力
（
Ｄ
Ｄ
Ｇ
は
一
隻
増
勢
）、
対
潜
能
力

（
ヘ
リ
は
二
隻
増
勢
）
な
ど
が
向
上
し
て
い
た
。

　

空
自
に
つ
い
て
、
大
綱
で
一
個
の
「
警
戒
飛
行
部
隊
」
の
新
設
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
〇
個
「
要
撃
戦
闘
機
部
隊
」
は
大
綱
に
お

い
て
も
確
認
さ
れ
、
四
次
防
時
代
と
比
べ
て
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
一
〇
個
要
撃
戦
闘
機
部
隊
の
具
体
的
な
編
成
は
変
化
し
、
先
進
的
な
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要
撃
戦
闘
機
（
以
下
、
戦
闘
機
）
の
相
対

的
な
量
が
増
加
し
て
い
た
。
四
次
防
の
最

終
年
度
に
、
要
撃
戦
闘
機
部
隊
は
、
六
個

飛
行
隊
の
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
（
一
七
四
機
）

と
四
個
飛
行
隊
の
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
（
九
二

機
）
か
ら
な
っ
て
い
た
。
一
九
七
七
年
に

四
個
飛
行
隊
の
一
〇
〇
機
の
Ｆ
‐
15
の
導

入
が
決
ま
っ
た
。
一
九
八
五
年
度
末
に
、

Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
は
全
機
退
役
し
、
一
九
八

七
年
度
末
に
、
五
個
飛
行
隊
の
一
〇
八
機

の
Ｆ
‐
15
Ｊ
が
整
備
さ
れ
、
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ

は
五
個
飛
行
隊
の
一
二
五
機
と
な
っ
）
16
（
た
。

　
2
　
自
衛
隊
の
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
変
化

　

大
綱
成
立
後
、
海
自
と
空
自
の
兵
器
シ

ス
テ
ム
に
、「
大
」
レ
ベ
ル
の
変
化
が
起

こ
っ
た
。
そ
の
変
化
は
第
一
種
類
の
変
化

（
在
来
型
の
兵
器
の
更
新
・
質
的
向
上
）
に
属

す
る
。
こ
れ
ら
の
兵
器
は
、
新
し
い
任
務

表１　部隊の編成の変化

四次防最終年度 大綱成立後

混成団 一個 二個

機甲師団 〇 一個

戦車 七九〇輌（四次防完成時） 一〇三六輌（五三中業完成時）

　M-41 一〇一輌 〇

　六一式戦車 五六〇輌 五五九輌

　七四式戦車 一二九輌 四七七輌

固定翼対潜哨戒機 一四一機 八七機

　P-2J 七〇機 四二機

　P2V-7 一九機 〇

　PS-1 一七機 五機

　S2F-1 三五機 〇

　P-3C 〇 四〇機

護衛隊群 四個―八艦六機体制 四個―八艦八機体制

警戒飛行部隊 〇 一個隊

要撃戦闘機部隊 一〇個飛行隊 一〇個飛行隊

　F-4EJ　 四個飛行隊（九二機） 五個飛行隊（一二五機）

　F-104J 六個飛行隊（一七四機） 〇

　F-15J 〇 五個飛行隊（一〇八機）

出典：第１項の考察に基づいて筆者作成
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を
遂
行
で
き
な
く
、
シ
ス
テ
ム
の
全
体
的
向
上
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
が
、
四
次
防
完
成
時
の
兵
器
と
比
べ
、
大
幅
な
能
力
向
上
が
実
現

し
た
。
な
お
、
四
次
防
時
代
に
、
七
四
式
戦
車
、
七
三
式
装
甲
車
な
ど
の
導
入
は
す
で
に
始
ま
り
、
大
綱
成
立
後
に
お
け
る
陸
自
の
兵
器

シ
ス
テ
ム
に
は
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
と
は
い
え
な
い
た
め
、
本
稿
で
陸
自
の
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
考
察
し
な
い
。

　

⑴　

海
自
の
対
潜
機
の
質
的
向
上

　

海
自
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
高
度
な
軍
事
技
術
が
使
わ
れ
て
い
る
対
潜
機
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
る
。
四
次
防
最
終
年
度
に
、
上
述
し
た

と
お
り
、
海
自
は
多
種
の
対
潜
機
を
保
有
し
て
い
た
。
そ
の
代
表
的
な
Ｐ
‐
２
Ｊ
を
例
に
挙
げ
る
と
、
デ
ー
タ
の
処
理
作
業
は
乗
員
の
手

作
業
に
頼
っ
て
い
た
た
め
、
総
合
情
報
処
理
能
力
に
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
与
圧
機
構
が
な
い
た
め
、
高
い
高
度
に
長
期
間
滞
空
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
水
中
捜
索
機
器
も
旧
式
化
し
て
い
た
。
ま
た
Ｐ
‐
２
Ｊ
の
速
力
は
十
分
で
は
な
く
、
航
法
装
置
も
旧
式
化
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
Ｐ
‐
２
Ｊ
は
広
域
水
中
捜
索
能
力
や
位
置
局
限
能
力
に
問
題
が
抱
え
、
機
動
性
に
つ
い
て
も
優
秀
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

最
後
に
、
Ｐ
‐
２
Ｊ
は
機
内
が
狭
い
の
で
、
作
業
環
境
が
悪
い
。
国
産
の
Ｐ
Ｓ
‐
１
に
つ
い
て
も
、
着
水
し
た
ま
ま
で
再
び
飛
び
出
す
た

め
に
補
助
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
っ
放
し
で
ソ
ー
ナ
ー
を
下
ろ
す
構
造
な
の
で
、
ケ
ー
ブ
ル
を
伝
わ
る
震
動
で
う
ま
く
音
が
取
り
に
く
）
17
（

い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
搭
載
し
、
探
知
機
器
か
ら
送
ら
れ
た
多
種
多
様
な
デ
ー
タ
の
分
析
や
、
僚
機
等
と

の
デ
ー
タ
交
換
な
ど
の
諸
情
報
を
短
期
間
に
か
つ
正
確
に
処
理
し
う
る
総
合
情
報
処
理
能
力
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
Ｐ
‐
３
Ｃ
は
与
圧

機
構
が
あ
り
、
高
い
高
度
に
お
け
る
長
時
間
飛
行
が
可
能
で
あ
り
、
優
れ
た
探
知
機
器
を
搭
載
し
て
い
る
た
め
、
優
秀
な
広
域
水
中
捜
索

能
力
が
あ
り
、
位
置
局
限
能
力
も
高
い
。
ま
た
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
機
動
性
や
機
内
作
業
環
境
も
優
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
は
指
揮

支
援
シ
ス
テ
ム
、
後
方
支
援
体
制
（
補
給
・
整
備
な
ど
）、
通
信
シ
ス
テ
ム
（
航
空
機
と
地
上
を
結
ぶ
も
の
）
の
面
で
も
優
秀
で
あ
）
18
（

る
。

　

⑵　

海
自
の
対
潜
ヘ
リ
・
護
衛
艦
の
質
的
向
上

　

海
自
の
対
潜
ヘ
リ
、
護
衛
艦
に
も
比
較
的
に
大
き
な
変
化
は
起
こ
っ
）
19
（

た
。
当
時
海
自
は
対
潜
ヘ
リ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
‐
２
と
Ｈ
Ｓ
Ｓ
‐
２
Ａ
を
保

有
し
て
い
た
。
Ｈ
Ｓ
Ｓ
‐
２
Ａ
は
、
Ｈ
Ｓ
Ｓ
‐
２
よ
り
、
レ
ー
ダ
ー
等
を
装
備
し
エ
ン
ジ
ン
出
力
を
増
加
し
た
が
、
護
衛
す
る
船
団
か
ら
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遠
方
の
潜
水
艦
の
水
中
脅
威
に
対
処
し
難
く
、
ソ
ノ
ブ
イ
・
ミ
ニ
バ
リ
ヤ
ー
展
張
を
行
う
ソ
ノ
ブ
イ
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
対
艦
捜
索
能

力
、
対
水
上
戦
支
援
機
能
、
対
艦
ミ
サ
イ
ル
防
御
（
飛
来
す
る
ミ
サ
イ
ル
に
自
機
の
チ
ャ
フ
を
散
布
し
、
こ
れ
を
誤
誘
導
さ
せ
る
）
の
能
力
も
不

足
で
あ
っ
た
。
ポ
ス
ト
四
次
防
か
ら
導
入
さ
れ
た
対
潜
ヘ
リ
の
Ｈ
Ｓ
Ｓ
‐
２
Ｂ
は
、
ソ
ノ
ブ
イ
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
レ
ー
ダ
ー
や
逆
探

装
置
（
Ｅ
Ｓ
Ｍ
）
に
よ
っ
て
水
上
部
隊
の
レ
ー
ダ
ー
水
平
線
以
遠
に
あ
る
目
標
を
探
知
追
尾
し
、
護
衛
艦
部
隊
の
艦
対
艦
ミ
サ
イ
ル
（
Ｓ

Ｓ
Ｍ
）
攻
撃
目
標
指
示
を
行
う
対
水
上
戦
支
援
機
能
、
そ
し
て
対
艦
ミ
サ
イ
ル
防
御
機
能
等
は
進
ん
で
い
た
。

　

次
に
四
次
防
完
成
時
の
護
衛
艦
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、
Ｄ
Ｄ
Ｈ
に
つ
い
て
、「
シ
ス
テ
ム
艦
」（
詳
細
は
後
述
）
で
は
な
い
四
三
Ｄ

Ｄ
Ｈ
「
は
る
）
20
（

な
」
及
び
四
五
Ｄ
Ｄ
Ｈ
「
ひ
え
い
」
は
第
三
次
防
衛
力
整
備
計
画
で
建
造
さ
れ
た
。
四
次
防
で
建
造
さ
れ
た
五
〇
Ｄ
Ｄ
Ｈ

「
し
ら
ね
」
及
び
五
一
Ｄ
Ｄ
Ｈ
「
く
ら
ま
」
は
、
防
空
・
電
子
戦
能
力
が
強
化
さ
れ
、
対
潜
ヘ
リ
に
よ
る
航
空
対
潜
戦
を
中
心
と
し
た
対

潜
戦
重
視
の
指
揮
管
制
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
戦
術
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｔ
Ｄ
Ｐ
Ｓ
）
も
装
備
さ
れ
、
強
力
な
「
シ
ス
テ
ム
艦
」
と
な
っ
た
。

な
お
、
大
綱
成
立
後
に
、
新
し
い
Ｄ
Ｄ
Ｈ
の
建
造
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
Ｄ
Ｄ
Ｇ
に
つ
い
て
、
四
六
Ｄ
Ｄ
Ｇ
「
た
ち
か
ぜ
」
及
び
四
八
Ｄ
Ｄ
Ｇ
「
あ
さ
か
ぜ
」
は
、
目
標
指
示
装
置
（
Ｗ
Ｅ
Ｓ
）
が
導
入

さ
れ
、「
あ
ま
つ
か
ぜ
」
よ
り
性
能
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
、「
シ
ス
テ
ム
艦
」
と
な
っ
た
が
、
ま
だ
デ
ー
タ
リ
ン
ク
が
な
く
、
戦
闘
指
揮
シ

ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
）、
海
軍
戦
術
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｎ
Ｔ
Ｄ
Ｓ
）
と
の
連
接
が
で
き
な
い
た
め
、
部
隊
編
成
す
る
僚
艦
と
の
デ
ー
タ
交
換
に

基
づ
く
協
同
対
処
な
ど
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
に
Ｄ
Ｄ
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｋ
は
、
シ
ス
テ
ム
艦
で
な
く
、
ヘ
リ
を
搭

載
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
加
え
て
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｋ
は
ミ
サ
イ
ル
化
程
度
も
低
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
大
綱
成
立
後
に
、
護
衛
艦
の
「
シ
ス
テ
ム
化
」
や
「
ミ
サ
イ
ル
化
」
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。「
シ
ス
テ
ム
艦
」
と

は
、
対
空
戦
、
対
潜
戦
、
対
水
上
戦
、
電
子
戦
闘
等
の
戦
闘
に
対
応
す
る
複
数
の
兵
器
を
「
ウ
ェ
ポ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
統
合
し
、

さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
運
用
す
る
Ｃ
Ｄ
Ｓ
で
指
揮
管
制
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
綱
成
立
後
に
建

造
さ
れ
た
五
三
Ｄ
Ｄ
Ｇ
「
さ
わ
か
ぜ
」
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｓ
に
代
わ
り
Ｃ
Ｄ
Ｓ
を
装
備
す
る
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
リ
ン
ク
一
一
に
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｔ
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Ｄ
Ｓ
艦
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
相
互
間
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
情
報
交
換
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
タ
ー
タ
ー
ミ
サ
イ
ル
・
ラ
ン
チ
ャ
ー

か
ら
ハ
ー
プ
ー
ン
Ｓ
Ｓ
Ｍ
を
発
射
す
る
た
め
、
対
水
上
能
力
が
強
力
で
あ
る
が
、
タ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
艦
対
空
ミ
サ
イ
ル
（
Ｓ
Ａ
Ｍ
）

の
数
が
制
約
さ
れ
、「
さ
わ
か
ぜ
」
の
対
空
戦
能
力
が
影
響
を
受
け
た
。
五
六
Ｄ
Ｄ
Ｇ
「
は
た
か
ぜ
」
は
ス
ペ
イ
と
オ
リ
ン
パ
ス
の
組
合

せ
で
異
機
種
の
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｇ
（
エ
ン
ジ
ン
を
複
数
組
み
合
わ
せ
た
推
進
方
式
）
に
よ
り
、
適
合
す
る
機
関
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し

て
「
さ
わ
か
ぜ
」
の
よ
う
に
対
空
戦
能
力
が
制
約
さ
れ
た
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、「
は
た
か
ぜ
」
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ａ
Ｍ
と
Ｓ
Ｓ
Ｍ
ラ

ン
チ
ャ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
前
部
と
後
部
に
別
途
設
け
ら
れ
た
。

　

最
後
に
、
Ｄ
Ｄ
は
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｋ
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
高
性
能
の
Ｄ
Ｄ
Ｇ
、
Ｄ
Ｄ
Ｈ
と
比
べ
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
コ
ン
セ
プ
ト

艦
で
あ
る
が
、
五
二
―
五
七
Ｄ
Ｄ
「
は
つ
ゆ
き
」
型
は
、
一
二
隻
が
建
造
さ
れ
、
短
Ｓ
Ａ
Ｍ
、
七
六
ミ
リ
砲
、
近
接
防
御
火
器
シ
ス
テ
ム

（
Ｃ
Ｉ
Ｗ
Ｓ
）
に
よ
る
対
空
能
力
、
ハ
ー
プ
ー
ン
Ｓ
Ｓ
Ｍ
に
よ
る
対
水
上
能
力
、
ヘ
リ
搭
載
に
よ
る
対
潜
能
力
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
情

報
処
理
・
指
揮
管
制
能
力
な
ど
の
各
種
能
力
の
向
上
、
そ
し
て
主
機
へ
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
採
用
に
よ
る
機
動
性
・
静
粛
性
の
向
上
で
、

在
来
型
に
よ
り
大
き
く
進
ん
で
お
り
、
先
進
的
な
シ
ス
テ
ム
艦
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
ミ
サ
イ
ル
や
電
子
戦
を
主
体
と
す
る
現
代
の
海
戦
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
、「
た
か
つ
き
」
型
（
三
八
―
四
一
Ｄ
Ｄ
Ａ
）
は
、
短
Ｓ
Ａ
Ｍ
、
ハ
ー
プ
ー
ン
Ｓ
Ｓ
Ｍ
、
Ｃ
Ｉ
Ｗ
Ｓ
な
ど
が
追
加
装
備

さ
れ
、
電
子
戦
能
力
も
改
善
さ
れ
、「
は
つ
ゆ
き
」
型
と
ほ
ぼ
同
等
の
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

⑶　

空
自
の
戦
闘
機
の
質
的
向
上

　

空
自
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
高
度
な
軍
事
技
術
が
使
わ
れ
て
い
る
戦
闘
機
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
）
21
（

る
。
上
述
し
た
と
お
り
、
四
次
防
最

終
年
度
に
比
べ
る
と
、
空
自
は
大
綱
成
立
後
に
主
に
Ｆ
‐
15
で
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
の
減
耗
を
補
充
し
て
い
た
。
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
も
あ
る
程
度 

Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
の
減
耗
を
補
充
し
、
機
数
が
増
え
た
。
当
時
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
は
高
々
度
高
速
侵
入
目
標
、
超
低
空
侵
入
目
標
に
対
処
す
る
能

力
、
対
戦
闘
機
戦
闘
能
力
、
電
子
戦
能
力
な
ど
の
面
で
す
で
に
限
界
を
迎
え
て
い
た
。
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
は
一
九
六
〇
年
代
に
導
入
さ
れ
た

戦
闘
機
で
、
上
昇
機
能
が
優
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
も
の
の
、
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
の
相
対
的
能
力
低
下
が
指
摘
さ
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れ
、
空
自
は
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
の
導
入
作
業
を
進
め
て
い
た
。
Ｆ
‐
１
０
４

Ｊ
は
七
〇
年
代
の
戦
闘
機
と
比
べ
る
と
、
さ
ら
に
各
種
の
機
能
が
時
代

遅
れ
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
大
綱
成
立
後
に
導
入
が
決
定
さ
れ
た
Ｆ
‐
15
は

非
常
に
先
進
的
な
戦
闘
機
で
あ
る
。
Ｆ
‐
15
は
エ
ン
ジ
ン
出
力
が
大
き

い
た
め
、
運
動
性
・
機
動
性
、
す
な
わ
ち
上
昇
・
加
速
・
回
旋
性
能
が

優
れ
て
お
り
、
高
い
対
戦
闘
機
戦
闘
能
力
を
誇
る
。
そ
し
て
低
高
度
か

ら
入
っ
て
く
る
目
標
を
デ
ジ
タ
ル
的
な
処
理
を
し
、
低
高
度
目
標
対
処

能
力
が
優
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｆ
‐
15
は
全
天
候
作
戦
能
力
、
高
々
度

高
速
目
標
対
処
能
力
、
対
電
子
戦
能
力
や
独
立
戦
闘
能
力
も
優
秀
で
あ

る
。
よ
り
詳
し
く
比
較
す
る
と
、
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
は
最
大
速
度
が
マ
ッ

ハ
二
・
〇
、
戦
闘
上
昇
限
度
が
一
五
五
〇
〇
ｍ
、
最
大
続
航
距
離
が
一

七
六
〇
㎞
で
あ
り
、
二
―
四
発
の
サ
イ
ド
ワ
イ
ン
ダ
ー（
Ａ
Ｉ
Ｍ
‐
９
）

し
か
搭
載
で
き
な
い
。
Ｆ
‐
15
は
最
大
速
度
が
マ
ッ
ハ
二
・
五
、
戦
闘

上
昇
限
度
が
二
〇
四
〇
〇
ｍ
、
最
大
続
航
距
離
が
四
六
三
〇
㎞
に
至
っ

て
い
た
。
そ
し
て
四
発
の
ス
パ
ロ
ー
（
Ａ
Ｉ
Ｍ
‐
７
）
と
四
発
の
サ
イ

ド
ワ
イ
ン
ダ
ー
を
搭
載
で
き
る
。

　

ま
た
、
早
期
警
戒
機
の
Ｅ
‐
２
Ｃ
が
導
入
さ
れ
、
空
自
の
探
知
・
警

戒
能
力
も
は
る
か
に
上
が
っ
た
が
、
Ｅ
‐
２
Ｃ
の
性
能
、
早
期
警
戒
機

表２　兵器システムの変化

四次防完成時 大綱成立後

対潜機 S2F-1 △、P2V-7 △
PS-1 △、P-2J 〇 主に P-3C ◎

対潜ヘリ HSS-2 △、HSS-2A 〇 HSS-2A 〇、HSS-2B ◎

護衛艦 DDH 五〇 DDH「しらね」◎
五一 DDH「くらま」◎ 新しい DDH はなかった

護衛艦 DDG 四六 DDG「たちかぜ」△
四八 DDG「あさかぜ」△

五三 DDG「さわかぜ」〇
五六 DDG「はたかぜ」○

護衛艦 DD DDA、DDK △ 「たかつき」型の改造〇
「はつゆき」型〇

戦闘機 F-104J △、F-4EJ 〇 F-4EJ 〇、F-15J ◎

早期警戒機 なし E-2C ◎

出典：第２項の考察に基づいて筆者作成
注： △〇◎は第二項の考察に基づく筆者による兵器の性能に対する評価：△は「低」、〇は「中」、

◎は「高」。DDH、DDG は、最新のもの。
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の
導
入
過
程
や
機
種
選
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
で
詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い）

22
（

。

3
　
全
般
的
な
評
価

　

本
章
の
第
一
節
で
検
討
し
た
自
衛
隊
の
変
容
の
基
準
に
基
づ
い
て
比
較
を
す
る
と
、
大
綱
成
立
後
の
自
衛
隊
の
編
成
に
お
け
る
変
化
の

レ
ベ
ル
は
「
中
」
で
あ
り
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
変
化
の
レ
ベ
ル
は
「
大
」
で
あ
る
。
作
戦
面
に
お
い
て
、
四
次
防
時
代
に
お
い
て

も
正
面
装
備
中
心
の
作
戦
構
想
や
三
自
衛
隊
の
統
合
度
が
低
い
と
い
う
自
衛
隊
の
従
来
の
特
徴
が
続
い
て
い
た
。
大
綱
成
立
後
に
も
大
き

な
変
化
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
作
戦
面
の
要
素
を
考
察
し
な
い
。

三　

自
衛
隊
の
変
容
の
原
因
に
関
す
る
理
論
的
検
討

　

本
章
で
は
、
本
稿
の
二
つ
の
独
立
変
数
（
政
軍
関
係
と
軍
事
技
術
）
を
め
ぐ
る
理
論
的
検
討
を
行
い
、
第
四
章
と
第
五
章
の
実
証
研
究
の

た
め
に
理
論
的
枠
組
み
を
作
る
。

㈠　

政
軍
関
係
に
関
す
る
理
論
的
検
討

　

本
節
で
は
、
自
衛
隊
の
変
容
を
決
定
す
る
一
つ
の
独
立
変
数
と
し
て
の
政
軍
関
係
（
具
体
的
に
は
、
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
で
あ
る
）

を
検
討
す
る
。
ポ
ー
ゼ
ン
（Barry Posen

）
に
よ
れ
ば
、
軍
隊
が
不
確
実
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
標
準
操
作
手
順
（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
）
や
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
Ｓ
Ｏ
Ｐ
の
集
合
体
）
を
作
る
。
標
準
操
作
手
順
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
そ
れ
を
実
行
す
る
組
織
が
制
度
化
さ
れ
る
と
、
変
化
は
難
し

く
な
る
が
、
ポ
ー
ゼ
ン
は
、
軍
隊
が
革
新
（Innovation

）
を
す
る
三
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
は
失
敗
し
た
こ
と
、

組
織
は
外
部
に
圧
力
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
組
織
は
拡
大
（expand

）
し
た
い
こ
と
で
あ
）
23
（
る
。
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戦
後
日
本
の
場
合
、
ま
ず
自
衛
隊
の
「
組
織
の
失
敗
」
の
例
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
自
衛
隊

に
と
っ
て
、
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
（
編
成
の
最
大
化
、
例
え
ば
、
人
員
や
先
進
的
な
兵
器
の
量
の
増
加
な

ど
）
が
組
織
の
利
益
と
い
え
る
が
、
自
衛
隊
は
同
時
に
政
治
家
か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
い
る
。
ア
リ
ソ

ン
（G

raham
 Allison

）
は
、
組
織
過
程
モ
デ
ル
に
お
け
る
「
中
央
に
よ
る
調
整
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」、

そ
し
て
「
政
府
指
導
者
の
決
定
」
と
い
う
要
素
を
提
示
し
て
い
る
。
前
者
は
、
仕
事
の
性
質
、
政
府
指

導
者
の
利
用
し
う
る
遂
行
の
手
段
と
情
報
、
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
賞
罰
の
体
系
、
人
的
・
物
的

資
源
を
コ
ミ
ッ
ト
す
る
手
続
き
な
ど
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
後
者
に
は
、
指
導
者
が
ど
の
よ
う
に
組

織
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
操
作
す
る
こ
と
な
ど
は
含
ま
れ
）
24
（
る
。

　

ア
リ
ソ
ン
が
提
示
し
た
も
の
を
整
理
す
る
と
、
政
治
家
が
介
入
す
る
方
式
に
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と

主
張
す
る
。
第
一
に
、「
中
央
に
よ
る
調
整
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
を
、
政
治
家
が
自
衛
隊
に
介
入
す
る

「
制
度
的
基
盤
」
と
い
う
こ
と
に
整
理
す
る
。
そ
の
制
度
的
基
盤
に
は
、
防
衛
庁
や
自
衛
隊
に
対
す
る

政
治
家
が
握
る
人
事
権
、
政
治
家
が
防
衛
関
連
の
専
門
的
情
報
を
獲
得
す
る
ル
ー
ト
、
そ
し
て
自
衛
隊

を
指
導
す
る
機
構
の
性
質
は
含
ま
れ
る
。
そ
の
基
盤
が
弱
い
と
す
れ
ば
、
自
衛
隊
は
自
身
の
優
先
順
位

で
防
衛
力
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
政
治
家
が
深
く
介
入
す
る
制
度
的
基
盤

が
あ
れ
ば
、
自
衛
隊
が
自
身
の
優
先
順
位
に
沿
っ
て
防
衛
力
の
構
築
を
進
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
第
二

に
、「
政
治
指
導
者
の
決
定
」
を
、「
政
治
家
の
態
度
」

―
防
衛
力
強
化
を
支
持
す
る
の
か
、
支
持
し

な
い
の
か

―
と
い
う
こ
と
に
整
理
す
る
。
政
治
家
が
防
衛
力
強
化
を
支
持
す
れ
ば
、
自
衛
隊
が
獲
得

で
き
る
資
源
は
多
く
な
り
、
支
持
し
な
い
と
、
自
衛
隊
が
獲
得
で
き
る
資
源
は
少
な
く
な
る
。

　

二
つ
の
次
元
の
要
素
を
合
わ
せ
る
と
、
表
3
の
よ
う
に
、
四
種
類
の
政
軍
関
係
が
あ
る
。

表３　四種類の政軍関係

政治家の態度
制度的基盤 防衛力強化を支持しない 防衛力強化を支持する

弱い ①軍隊が獲得する資源が少な
い＋軍隊の優先順位

②軍隊が獲得する資源が多い
＋軍隊の優先順位

強い ③軍隊が獲得する資源が少な
い＋政治の優先順位

④軍隊が獲得する資源が多い
＋政治の優先順位

出典：筆者作成
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四
次
防
以
降
に
お
け
る
日
本
の
政
軍
関
係
は
、
種
類
①
に
属
す
る
。
防
衛
力
の
強
化
を
支
持
し
な
い
政
治
家
は
、
自
衛
隊
の
規
模
の
現

状
維
持
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
設
定
し
た
が
、
当
時
の
政
治
家
に
は
深
く
自
衛
隊
に
介
入
す
る
制
度
的
基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
衛

隊
は
、
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
に
お
い
て
部
隊
の
編
成
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
。

㈡　

軍
事
技
術
に
関
す
る
理
論
的
検
討

　

こ
の
節
で
は
、
自
衛
隊
の
変
容
を
決
め
る
も
う
一
つ
の
独
立
変
数
と
し
て
の
軍
事
技
術
の
変
化
の
定
義
と
操
作
化
を
行
う
。
ロ
ー
ゼ
ン

（Stephen Rosen

）
に
よ
れ
ば
、
敵
国
に
関
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
情
報
に
不
確
実
性
が
あ
り
、
敵
国
の
能
力
や
計
画
が
変
化
し
や

す
い
た
め
、
一
国
の
長
期
的
な
軍
事
力
の
構
築
に
と
っ
て
、
そ
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
情
報
は
よ
い
指
標
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ロ
ー

ゼ
ン
は
、「
技
術
の
進
歩
」
と
い
う
「
国
際
安
全
保
障
の
環
境
」
の
変
化
に
対
す
る
認
識
が
、
軍
隊
の
平
和
時
の
革
新
を
引
き
起
こ
す
と

主
張
し
て
い
）
25
（
る
。
本
稿
は
ロ
ー
ゼ
ン
の
理
論
に
依
拠
し
、
軍
事
技
術
に
関
す
る
独
立
変
数
を
「
国
際
安
全
保
障
の
環
境
に
お
け
る
軍
事
技

術
の
変
化
」
と
定
義
す
る
。

　

ロ
ー
ゼ
ン
は
航
空
機
の
出
現
の
よ
う
な
大
き
な
技
術
の
変
化
を
重
視
す
る
一
方
、
本
稿
は
、
技
術
の
変
化
を
よ
り
包
括
的
な
視
点
で
分

析
を
行
う
。
軍
事
技
術
の
変
化
に
は
、
三
つ
の
種
類
が
存
在
す
る
。
一
つ
目
は
、
在
来
型
兵
器
の
技
術
進
歩
（
世
代
交
代
・
質
的
向
上
）
で

あ
る
。
二
つ
目
は
、
新
し
い
種
類
の
技
術
の
出
現
（
例
え
ば
、
ス
タ
ン
ド
オ
フ
攻
撃
が
で
き
る
ミ
サ
イ
ル
）
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
新
し
い
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
技
術
の
進
歩
で
あ
る
。
例
え
ば
冷
戦
後
に
米
国
で
重
視
さ
れ
た
「
軍
事
に
お
け
る
革
命
」
に
お
け
る
情
報
技
術
の
進

歩
は
、
戦
争
の
や
り
方
を
変
え
た
新
し
い
シ
ス
テ
ム
的
変
化
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
が
考
察
し
て
い
る
時
期
の
軍
事
技
術
の
変
化
は
、
上
述
し
た
三
種
類
の
変
化
の
一
つ
目
に
分
類
で
き
、
そ
し
て
変
化
の
程
度
は
大

き
い
と
い
え
る
。
自
衛
隊
は
、
対
潜
や
防
空
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
任
務
に
関
連
す
る
軍
事
技
術
の
変
化
を
強
く
意
識
し
、
対
潜
機
や
護

衛
艦
、
戦
闘
機
を
中
心
に
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
質
的
向
上
を
行
っ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
。
な
お
、
専
守
防
衛
を
原
則
と
し
て
い
る
自
衛
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隊
が
、
軍
事
技
術
の
変
化
に
対
処
す
る
た
め
に
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
戦
略
爆
撃
機
の
よ
う
な
兵
器
の
導
入
を
す
る
こ
と
は
な
い
と
付
言
し

た
い
。

四　

現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
と
自
衛
隊
の
編
成
の
変
化

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
日
本
の
政
軍
関
係
の
制
度
的
特
徴
を
概
観
し
、
政
治
家
が
自
衛
隊
に
介
入
す
る
こ
と
の
制
度
的
な
弱
さ
を
指
摘
し
、

そ
れ
か
ら
政
治
家
の
態
度
と
自
衛
隊
の
対
応
を
考
察
す
る
。

㈠　

四
次
防
以
降
に
お
け
る
日
本
の
政
軍
関
係

1
　
日
本
の
政
軍
関
係
の
制
度
的
特
徴

　

日
本
の
政
治
家
が
深
く
自
衛
隊
に
介
入
す
る
制
度
的
基
盤
は
弱
か
っ
た
。
ま
ず
、
国
会
に
お
け
る
防
衛
議
論
が
ほ
と
ん
ど
自
衛
隊
の
合

憲
性
な
ど
の
よ
う
な
原
理
的
対
立
で
あ
り
、
国
会
の
防
衛
問
題
関
連
の
委
員
会
の
ス
タ
ッ
フ
も
少
な
く
、
行
政
機
関
か
ら
の
情
報
の
入
手

は
難
し
か
っ
た
。
加
え
て
、
予
算
全
体
を
単
一
の
委
員
会
で
審
議
す
る
方
式
で
、
各
分
野
の
予
算
に
つ
い
て
十
分
な
審
議
が
さ
れ
る
と
は

限
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
で
、
日
本
の
国
会
に
よ
る
自
衛
隊
に
深
く
介
入
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
）
26
（

た
。

　

ま
た
内
閣
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
国
防
会
議
は
首
相
が
自
衛
隊
を
統
制
す
る
主
要
な
機
構
で
あ
る
一
方
、
首
相
の
権
限
を
抑
制
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
）
27
（

た
。
そ
し
て
、
政
治
任
命
の
ポ
ス
ト
と
し
て
の
防
衛
政
務
次
官
は
権
限
が
小
さ
く
、
役
割
も
明
確
で
は
な

い
こ
と
に
対
し
、
事
務
方
の
ト
ッ
プ
の
防
衛
事
務
次
官
は
強
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
政
治
任
命
さ
れ
る
防
衛
庁
長
官
の
任
期
も
一
般
的
に

は
短
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
長
官
と
制
服
組
に
間
に
、
官
僚
組
織
と
し
て
の
防
衛
庁
内
局
（
以
下
、
内
局
）
が
存
在
し
て
い
た
。
防
衛
庁
の

中
央
機
構
に
お
い
て
、
制
服
組
に
対
し
て
内
局
は
優
位
に
立
ち
（
い
わ
ゆ
る
「
文
官
優
位
型
」）、
各
幕
僚
監
部
か
ら
な
る
軍
事
ス
タ
ッ
フ
に
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比
べ
、
よ
り
直
接
に
長
官
を
補
佐
し
て
い
）
28
（
た
。

　

総
じ
て
、
戦
後
日
本
の
政
軍
関
係
を
律
す
る
制
度
的
弱
さ

―
政
治
家
が
深
く
自
衛
隊
に
介
入
す
る
制
度
的
基
盤
は
な
い
こ
と

―
は
、

大
綱
成
立
以
降
に
も
、
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
政
治
家
が
自
衛
隊
を
統
制
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
な

い
。
こ
れ
か
ら
、
政
治
家
の
態
度

―
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力

―
と
い
う
側
面
の
影
響
を
考
察
す
る
。

2
　
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力

　

四
次
防
以
降
、
政
治
家
は
防
衛
力
強
化
を
支
持
せ
ず
、
自
衛
隊
の
規
模
の
現
状
維
持
を
重
視
し
、
自
衛
隊
に
対
し
て
大
き
な
枠
組
み
を

設
定
し
て
い
た
。
国
会
は
深
く
自
衛
隊
に
介
入
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
の
、
予
算
の
審
議
な
ど
で
、
自
衛
隊
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
国
会
で
四
次
防
審
議
の
際
、
す
で
に
「
防
衛
力
の
限
界
」
の
議
論
が
出
た
。
特
に
こ
の
時
期
の
国
会
に
お
い
て
は
、
中
曾
根
康

弘
防
衛
庁
長
官
の
「
自
主
防
衛
論
」
に
対
す
る
不
安
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
に
、
田
中
角
栄
首
相
は
「
平
和
時
に
お

け
る
防
衛
力
の
限
界
」
に
関
す
る
研
究
を
指
示
し
）
29
（

た
。
そ
の
後
、
国
会
に
お
い
て
「
平
和
時
の
防
衛
力
」
に
つ
い
て
議
論
が
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
た
。

　

田
中
政
権
は
、
そ
の
議
論
と
同
じ
時
期
に
、
公
共
事
業
費
や
社
会
保
険
費
を
中
心
に
超
大
型
予
算
案
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
田

中
は
、
防
衛
よ
り
、
外
交
を
熱
心
に
推
進
し
て
い
た
。
田
中
は
、
日
中
国
交
正
常
化
を
「
裏
安
保
」
と
称
し
）
30
（
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
三
年

一
〇
月
に
、
田
中
は
ソ
連
を
訪
問
し
、
対
ソ
関
係
の
改
善
を
求
め
て
い
た
。
田
中
の
後
を
継
ぐ
三
木
武
夫
首
相
も
、
周
知
の
よ
う
に
ハ
ト

派
で
あ
り
、
防
衛
力
の
強
化
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
防
衛
予
算
の
上
限
に
つ
い
て
も
、
三
木
は
最
終
的
に
大
蔵
省
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
％
枠
と
い

う
判
断
が
妥
当
で
あ
る
と
決
断
し
）
31
（
た
。
最
後
に
、
当
時
の
防
衛
庁
長
官
坂
田
道
太
も
、
防
衛
力
の
強
化
や
自
衛
隊
に
対
す
る
直
接
な
介
入

よ
り
、
防
衛
に
対
す
る
国
民
の
理
解
や
支
持
を
調
達
す
る
側
面
を
重
視
し
て
い
た
。
具
体
的
に
、
坂
田
は
、「
防
衛
を
考
え
る
会
」
の
設

置
、
国
防
会
議
の
活
発
化
、
国
会
に
お
け
る
防
衛
専
管
委
員
会
の
設
置
、『
防
衛
白
書
』
の
刊
行
と
い
う
四
つ
の
手
段
を
使
っ
）
32
（
た
。
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現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
は
、
防
衛
庁
・
自
衛
隊
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
一
九
七
五
年
二
月
一
五
日
に
、
夏
目
晴
雄
防
衛
局
防

衛
課
長
か
ら
、「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
の
検
討
に
つ
い
て
」
と
い
う
「
依
頼
」
が
発
さ
れ
て
、
そ
の
中
に
「
第
七
一
回
国
会
に
お
い
て
発

表
さ
れ
た
平
和
時
の
防
衛
力
の
数
量
等
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
十
分
考
慮
さ
れ
た
い
」
と
書
か
れ
て
い

る
）
33
（

。
次
期
防
衛
力
整
備
計
画
に
関
す
る
第
一
次
長
官
指
示
の
一
週
間
後
の
一
九
七
五
年
四
月
七
日
に
、
田
代
一
正
防
衛
事
務
次
官
か
ら
の

「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
の
検
討
に
つ
い
て
」
と
い
う
「
通
達
」
は
、
各
幕
僚
長
や
統
合
幕
僚
会
議
議
長
宛
に
発
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、「
第

四
次
防
衛
力
整
備
五
か
年
計
画
に
続
く
防
衛
力
整
備
計
画
の
策
定
に
際
し
て
は
、
第
七
一
回
国
会
で
行
わ
れ
た
平
和
時
に
お
け
る
防
衛
力

の
限
界
に
関
す
る
議
論
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
に
関
連
す
る
検
討
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」、
そ
し
て
「
常
備
す
べ
き
防
衛

力
の
規
模
は
、
第
七
一
回
国
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
平
和
時
に
お
け
る
防
衛
力
の
数
量
等
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
こ
と
を
十
分
考
慮
さ
れ
た
い
」
と
記
さ
れ
て
い
）
34
（
る
。

　

政
治
レ
ベ
ル
の
動
き
の
結
果
の
一
つ
は
、
自
衛
隊
の
規
模
の
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
で
あ
る
。
大
綱
に
お
け
る
自
衛
隊
の
規
模
は
、

ほ
と
ん
ど
四
次
防
と
同
規
模
と
い
え
よ
う
。
政
治
レ
ベ
ル
の
動
き
の
も
う
一
つ
の
結
果
は
、
基
盤
的
防
衛
力
と
い
う
概
念
の
成
立
で
あ
る
。

基
盤
的
防
衛
力
構
想
は
、「
各
種
機
能
保
持
、
機
能
的
・
地
理
的
均
衡
」
そ
し
て
「
限
定
小
規
模
侵
略
独
力
対
処
」
な
ど
の
概
念
を
中
心

と
し
て
い
る
が
、
自
衛
隊
は
必
ず
し
も
そ
れ
ら
の
原
則
に
沿
っ
て
防
衛
力
の
構
築
を
し
た
わ
け
で
は
な
）
35
（

い
。
基
盤
的
防
衛
力
構
想
、
Ｇ
Ｎ

Ｐ
一
％
枠
、
そ
し
て
防
衛
力
の
規
模
の
現
状
維
持
を
重
視
す
る
政
治
的
圧
力
に
対
し
、
自
衛
隊
は
、
政
治
家
が
介
入
し
に
く
い
範
囲
で
編

成
の
最
大
化
を
し
て
い
た
。

㈡　

現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
と
陸
自
の
編
成
の
変
化

　

陸
自
と
い
う
軍
種
は
、
海
空
に
比
べ
、
本
来
的
に
弾
力
性
に
欠
け
、
先
進
的
装
備
体
系
の
比
率
の
拡
大
な
ど
に
よ
る
力
の
最
大
化
が
難

し
い
。
戦
車
の
数
、
そ
し
て
七
四
式
戦
車
が
占
め
る
比
率
を
高
め
て
い
た
こ
と
も
あ
る
も
の
の
、
陸
自
が
最
も
重
視
す
る
の
は
、
一
八
万
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人
の
自
衛
官
定
数
の
確
保
（
同
時
に
人
件
費
で
予
算
の
確
保
が
で
き
る
）
で
あ
っ
た
。
陸
自
に
対
し
、
政
治
家
か
ら
の
圧
力

―
坂
田
長
官

は
陸
自
を
一
五
万
五
千
人
に
再
編
成
す
る
と
主
張
し
た

―
も
あ
っ
た
が
、
一
八
万
人
体
制
が
大
綱
で
確
保
さ
れ
）
36
（

た
。
陸
自
に
、
防
衛
構

想
が
脱
脅
威
論
で
あ
ろ
う
が
、
基
盤
的
防
衛
力
で
あ
ろ
う
が
、
一
八
万
人
体
制
に
影
響
を
与
え
な
け
れ
ば
構
わ
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
か

な
り
存
在
し
て
い
）
37
（
た
。
そ
し
て
、
陸
自
に
と
っ
て
、
師
団
の
改
編
は
タ
ブ
ー
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
師
団
が
改
編
さ
れ
る
と
、

一
八
万
人
体
制
が
崩
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
38
（

た
。

　

機
甲
師
団
の
導
入
や
四
国
に
基
盤
部
隊
と
し
て
の
混
成
団
規
模
の
部
隊
の
新
編
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
現
状
維
持
の
編
成
の
説
明
に
つ
い

て
、
陸
自
は
、
山
脈
で
区
切
っ
て
師
団
の
配
備
を
決
め
る
と
い
う
全
国
均
衡
配
備
の
視
点
で
基
盤
的
防
衛
力
構
想
に
合
わ
せ
、
内
局
と
非

常
に
良
好
な
関
係
で
調
整
を
進
め
て
い
）
39
（
た
。
詳
述
す
る
と
、
日
本
全
国
を
一
四
区
域
に
分
け
、
一
二
個
の
区
域
に
師
団
、
四
国
と
沖
縄
に

混
成
団
を
置
く
こ
と
で
、
四
国
の
混
成
団
の
新
編
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
大
綱
の
「
平
時
地
域
配
備
す
る
部
隊
」
は
、
も
と
も
と
「
機

動
運
用
部
隊
」
と
対
照
的
な
「
地
域
配
備
部
隊
」
で
あ
っ
た
が
、
陸
自
の
強
い
要
望
で
変
更
し
た
。
陸
自
は
平
時
に
配
備
す
る
部
隊
を
有

事
の
時
に
順
次
転
用
す
る
構
想
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
「
機
動
運
用
部
隊
」
の
「
一
個
機
甲
師
団
」
の
編
成
に
つ
い
て
、
戦
車
団
と
い
う

編
成
が
廃
止
さ
れ
、
そ
の
戦
車
を
北
海
道
に
配
置
し
て
い
る
第
七
師
団
に
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
七
師
団
が
機
甲
師
団
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

㈢　

現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
と
海
自
の
編
成
の
変
化

　

防
衛
力
の
強
化
を
政
治
家
が
支
持
し
な
い
の
で
、
海
自
の
希
望
す
る
護
衛
隊
群
の
増
勢
（
四
個
か
ら
五
個
へ
）
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
当
時
の
政
治
家
の
圧
力
で
対
潜
機
の
増
勢
も
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
家
が
関
与
し
に
く
い
レ
ベ
ル
で
、
海
自
は
編
成

の
最
大
化
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
は
、
八
艦
八
機
体
制
の
成
立
と
四
五
機
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
導
入
で
あ
る
。

　

海
自
が
、
護
衛
隊
群
を
五
個
に
増
勢
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
、
内
局
や
防
衛
庁
長
官
が
、
海
自
の
五
個
護
衛
隊
群
構
想
に
反
対
せ
ず
、
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三
木
首
相
も
五
個
群
の
意
向
で
あ
っ
た
が
、
最
後
に
国
防
会
議
で
大
平
正
芳
大
蔵
大
臣
の
反
対
で
護
衛
隊
群
は
四
個
に
据
え
置
か
れ
）
40
（
た
。

相
澤
輝
昭
に
よ
れ
ば
、
海
自
は
五
個
護
衛
隊
群
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
補
う
た
め
に
、
八
艦
六
機
体
制
を
八
艦
八
機
体
制
に
転
換

さ
せ
）
41
（
た
。
こ
の
主
張
は
本
稿
の
視
点
を
支
持
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
維
持
と
い
う
政
治
家
の
圧
力
が
及
ぶ
範
囲
で
、
四
個
護
衛
隊
群
が

決
定
さ
れ
た
が
、
政
治
家
の
直
接
な
介
入
が
難
し
い
護
衛
隊
群
の
具
体
的
な
編
成
で
、
海
自
は
勢
力
の
拡
大
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、

五
個
護
衛
隊
群
の
失
敗
と
八
艦
八
機
体
制
の
成
立
に
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
と
証
明
で
き
る
史
料
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、

現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
と
八
艦
八
機
体
制
の
成
立
の
関
係
に
関
す
る
考
察
が
推
論
し
か
い
え
な
い
こ
と
は
付
言
し
た
）
42
（
い
。

　

そ
れ
か
ら
対
潜
機
の
機
数
に
つ
い
て
、
一
九
七
七
年
一
二
月
二
八
日
の
国
防
会
議
で
、
四
五
機
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
導
入
が
決
定
さ
れ
、
翌

日
に
閣
議
で
も
了
解
さ
れ
た
。
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
機
数
問
題
に
つ
い
て
、
相
澤
は
、
岡
部
文
雄
と
藤
井
一
夫
の
証
言
を
引
用
し
、
海
自
が
構
想

す
る
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
一
〇
〇
機
体
制
の
根
拠
を
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
周
辺
海
域
の
哨
戒
を
一
日
一
回
実
施
す
る
た
め
に
、
八
隊
（
八
〇

機
）
が
必
要
で
あ
り
、
海
上
交
通
路
保
護
の
た
め
に
は
、
南
西
航
路
帯
・
南
東
航
路
帯
に
各
一
隊
を
充
当
し
、
一
隊
に
一
〇
機
ず
つ
で
二

〇
機
が
必
要
で
あ
り
、
合
計
一
〇
〇
機
と
な
る
。
Ｐ
Ｓ
‐
１
が
若
干
残
っ
て
い
た
た
め
、
換
算
す
る
と
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
必
要
数
が
九
〇
機
と

な
り
、
一
〇
年
く
ら
い
で
、
ま
ず
四
五
機
を
整
備
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
機
数
が
防
衛
上
の
「
所
要
」
で
あ
り
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
リ

サ
ー
チ
（
以
下
、
Ｏ
Ｒ
）
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
相
澤
は
分
析
し
て
い
）
43
（

る
。
し
か
し
、
以
上
の
説
明
が
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
機

数
問
題
の
本
質
を
見
極
め
る
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
主
張
す
る
。

　

海
自
は
、
規
模
の
現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
で
、
在
来
機
が
減
少
す
る
機
数
に
合
わ
せ
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
編
成
の
最
大
化
を
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
海
上
交
通
路
保
護
な
ど
で
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
機
数
を
算
出
す
る
説
明
に
つ
い
て
、
実
際
に
岡
部
は
、
大
綱
の
時
、
西
南
・
東
南
航

路
帯
は
ま
だ
検
討
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
海
上
交
通
路
の
保
護
で
説
明
力
の
あ
る
兵
力
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
回

想
し
て
い
）
44
（

る
。
実
際
に
当
時
の
対
潜
機
は
、
大
型
・
小
型
が
共
存
す
る
体
制
で
あ
り
、
次
期
対
潜
機
に
も
ま
ず
大
型
機
を
開
発
し
、
必
要

で
あ
れ
ば
小
型
機
（
Ｓ
‐
３
Ａ
）
を
購
入
す
る
と
い
う
計
画
も
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
み
に
絞
っ
）
45
（
た
。
海
自
の
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機
数
の
根
据
は
、
Ｐ
‐
２
Ｊ
、
Ｐ
２
Ｖ
‐
７
そ
し
て
Ｓ
２
Ｆ
‐
１
を
Ｐ
‐
２
Ｊ
の
一
種
に
換
算
し
、
そ
の
減
少
に
補
充
す
る
た
め
に
、
九

〇
年
代
初
頭
（
原
要
求
で
一
九
九
二
年
度
、
修
正
案
で
一
九
九
三
年
度
）
に
、
九
〇
機
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
整
備
を
達
成
す
る
計
画
で
あ
っ
）
46
（

た
。
Ｐ

‐
３
Ｃ
の
機
数
は
、
既
存
の
対
潜
機
の
規
模
に
お
い
て
編
成
を
最
大
化
す
る
結
果
で
あ
り
、
周
辺
諸
国
の
軍
事
情
勢
分
析
と
は
直
接
に
関

連
し
て
い
な
い
。

㈣　

現
状
維
持
へ
の
政
治
的
圧
力
と
空
自
の
編
成
の
変
化

　

空
自
の
編
成
に
つ
い
て
、
ま
ず
大
綱
で
一
個
の
警
戒
飛
行
部
隊
の
新
編
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
〇
個
「
要
撃
戦
闘
機
部
隊
」
は
、

四
次
防
完
成
時
と
同
じ
で
あ
る
。
政
治
的
圧
力
の
結
果
と
し
て
、
戦
闘
機
部
隊
の
数
が
現
状
維
持
と
な
っ
た
が
、
要
撃
戦
闘
機
部
隊
の
具

体
的
な
編
成
と
い
う
、
政
治
が
直
接
的
に
介
入
し
に
く
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
空
自
は
、
最
も
先
進
的
な
戦
闘
機
の
Ｆ
‐
15
の
機
数
を
最

大
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

第
一
に
警
備
飛
行
部
隊
の
新
設
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
七
六
年
九
月
に
偶
然
に
起
こ
っ
た
ミ
グ
25
事
件
で
あ
る
。
ミ
グ
25
事
件
に
よ
っ

て
、
低
空
侵
入
対
処
に
お
け
る
問
題
点
が
政
治
レ
ベ
ル
に
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
47
（

た
。
こ
の
事
件
は
一
個
警
戒
飛
行
部
隊
が
成
立
し

た
こ
と
の
後
押
し
と
な
っ
）
48
（
た
。
早
期
警
戒
機
の
導
入
は
空
自
の
長
年
の
願
望
で
あ
る
が
、
ミ
グ
25
事
件
に
よ
る
政
治
的
シ
ョ
ッ
ク
が
な
け

れ
ば
、
早
期
警
戒
機
か
ら
な
る
警
戒
飛
行
部
隊
の
建
設
に
着
手
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
）
49
（

う
。

　

次
に
、
戦
闘
機
の
機
数
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
空
自
は
一
九
七
六
年
一
〇
月
中
旬
に
、
Ｆ
‐
15
の
一
七
〇
機
案
を
提
示
し
た
が
、
室
山

義
正
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
〇
機
案
は
、「
周
辺
諸
国
の
軍
事
情
勢
分
析
と
は
直
接
的
な
関
連
は
な
い
」。
具
体
的
に
、
一
七
〇

機
案
の
根
拠
は
、
当
時
保
有
し
て
い
た
一
七
四
機
の
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
（
六
個
飛
行
隊
）
の
更
新
に
ほ
か
な
ら
な
）
50
（
い
。
実
際
に
、
一
七
〇
機

案
は
、
予
算
要
求
上
の
戦
略
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
実
行
で
き
る
案
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
一
七
〇
機
案
が
提
示
さ
れ

た
直
後
に
、
丸
山
昂
防
衛
事
務
次
官
は
、
す
ぐ
に
機
数
を
削
減
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
）
51
（

た
。
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防
衛
庁
の
一
二
三
機
案
（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
も
、
相
手
の
脅
威
を
分
析
し
た
結
果
で
も
な
い
。
森
繁
弘
は
、
そ
の
機
数
が
ソ
連
を

相
手
に
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ォ
ー
ゲ
ー
ム
の
結
果
で
あ
る
と
証
言
し
て
い
）
52
（

る
。
具
体
的
に
は
、
Ｆ
‐
15
だ
っ
た
ら
一
二
三
機
、
Ｆ
‐

16
だ
っ
た
ら
二
二
〇
機
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
証
言
だ
け
で
は
一
二
三
機
の
Ｆ
‐
15
の
必
要
性
に
疑
う
余
地
が
あ
る
。
空

自
の
公
式
的
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
四
個
飛
行
隊
の
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
が
一
九
八
五
年
度
ま
で
、
一
個
飛
行
隊
の
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
が
一
九
八
六
年

度
ま
で
に
減
勢
す
る
見
込
み
な
の
で
、
五
個
飛
行
隊
の
一
二
三
機
の
Ｆ
‐
15
で
補
充
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
）
53
（

る
。
室
山
も
、
一
二
〇
機
程

度
が
、
飛
行
隊
の
建
造
期
間
を
考
慮
し
、
技
術
的
に
み
て
整
備
可
能
な
機
数
の
一
応
の
上
限
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
）
54
（
る
。

　

最
後
に
、
一
九
七
七
年
一
二
月
の
国
防
会
議
で
、
Ｆ
‐
15
の
取
得
機
数
は
一
〇
〇
機
に
縮
小
し
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
価
格
の
高
騰

と
い
え
よ
）
55
（
う
。
米
議
会
で
公
表
さ
れ
た
米
軍
調
達
の
価
格
は
四
五
億
円
で
あ
る
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
の
場
合
、
一
機
あ
た
り
は
六
〇
億

円
前
後
に
な
り
、
毎
年
の
価
格
上
昇
分
を
含
め
れ
ば
も
っ
と
高
く
な
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。
一
二
月
九
日
に
防
衛
庁
が
一
二
三
機
案
を
了

承
し
た
時
点
で
、
一
機
あ
た
り
の
価
格
は
九
〇
億
円
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
一
九
七
七
年
一
二
月
に
、
内
局
は
一
〇
〇
機
案
を
提
示
し
た

が
、
空
自
は
、
士
気
高
揚
の
た
め
に
と
に
か
く
Ｆ
‐
15
事
業
の
ス
タ
ー
ト
を
最
優
先
に
し
て
い
た
の
で
、
一
〇
〇
機
案
を
認
め
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
綱
の
一
〇
個
飛
行
隊
体
制
で
、
一
七
〇
機
案
も
、
一
二
三
機
案
も
、
一
〇
〇
機
案
も
、
政
治
家
が
規
定
す
る
大

き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
減
勢
す
る
戦
闘
機
を
更
新
し
、
最
も
先
進
的
な
戦
闘
機
の
機
数
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
相
手
の
脅
威
を
計
算
し
、
所
要
す
る
機
数
を
整
備
す
る
と
い
う
所
要
防
衛
力
の
発
想
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

㈤　

政
軍
関
係
仮
説
の
説
明
力

　

以
上
の
考
察
で
、
政
治
家
は
自
衛
隊
の
規
模
の
現
状
維
持
を
重
視
し
て
い
た
が
、
当
時
の
政
治
家
に
は
深
く
自
衛
隊
に
介
入
す
る
制
度

的
基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
衛
隊
の
編
成
の
「
中
身
」
に
関
す
る
具
体
的
な
介
入
は
少
な
か
っ
た
。
自
衛
隊
は
、
政
治
家
が
設
定
し
た

大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
編
成
の
最
大
化
を
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
の
一
つ
目
の
独
立
変
数
の
説
明
力
が
高
い
。
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五　

軍
事
技
術
と
自
衛
隊
の
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
変
化

　

本
章
で
は
、
国
際
環
境
に
お
け
る
軍
事
技
術
の
変
化
、
そ
し
て
自
衛
隊
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
。

㈠　

潜
水
艦
の
技
術
進
歩
と
対
潜
機
の
質
的
向
上

　

Ｐ
‐
３
Ｃ
の
導
入
に
つ
い
て
、
相
澤
は
、
次
期
対
潜
機
の
導
入
が
「
政
治
的
妥
当
性
と
軍
事
的
合
理
性
の
整
合
」
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
）
56
（
る
。
こ
の
政
治
的
妥
当
性
と
軍
事
的
合
理
性
の
妥
協
に
つ
い
て
特
に
異
議
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
「
軍
事
的
合
理
性
」
と
は
、
具

体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
自
衛
隊
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
次
期
対
潜
機
を
選
定
し
た
の
か
を
こ
の
節
で
は
よ
り
詳
し
く
考
察
す

る
。
結
論
と
し
て
、
次
期
対
潜
機
の
導
入
が
一
九
七
〇
年
前
後
に
検
討
さ
れ
た
時
、
極
東
ソ
連
軍
は
ま
だ
強
力
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
外

部
の
差
し
迫
っ
た
脅
威
よ
り
、
海
自
は
軍
事
技
術
の
進
歩
を
重
視
し
、
次
世
代
に
入
っ
て
い
た
対
潜
機
の
中
で
最
も
先
進
的
な
も
の
を
選

ん
だ
と
い
え
る
。

　

防
衛
庁
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い
、
各
国
の
潜
水
艦
の
性
能
向
上
が
著
し
い
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
特
に
原
子
力
潜
水

艦
（
以
下
、
原
潜
）
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
を
装
備
し
た
在
来
型
の
潜
水
艦
と
比
べ
て
性
能
が
大
き
く
向
上
し
て
い
た
。
各
国
の
原

潜
は
、
第
一
世
代
か
ら
第
二
世
代
へ
と
性
能
が
向
上
し
、
さ
ら
に
第
三
世
代
へ
と
進
展
し
て
い
く
も
の
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
。
在
来
型

と
比
べ
、
潜
航
持
続
力
、
水
中
速
力
、
潜
航
深
度
、
静
粛
度
な
ど
が
大
き
く
向
上
し
て
い
）
57
（

た
。

　

ま
ず
潜
航
持
続
力
に
つ
い
て
、
在
来
型
潜
水
艦
は
、
一
定
時
間
潜
航
し
た
後
は
使
用
す
る
蓄
電
池
を
充
電
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
少

な
く
と
も
ス
ノ
ー
ケ
ル
を
水
面
に
出
す
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
原
潜
は
動
力
源
と
し
て
、
空
気
を
必
要
と
し
な
い
原
子
力
エ
ン
ジ
ン
を

使
っ
て
運
用
さ
れ
る
た
め
、
潜
航
持
続
力
が
無
限
に
近
い
。
水
中
速
力
に
つ
い
て
、
二
〇
ノ
ッ
ト
位
の
高
速
状
態
を
短
時
間
し
か
維
持
で
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き
な
い
在
来
型
に
比
べ
、
原
潜
は
連
続
し
て
高
速
を
出
す
こ
と
が
で
き
、
最
高
三
〇
ノ
ッ
ト
を
超
え
る
高
速
状
態
で
潜
航
で
き
る
。
そ
し

て
、
原
潜
と
在
来
型
で
潜
航
深
度
に
差
が
生
じ
な
い
が
、
両
者
と
も
船
体
の
強
度
向
上
で
よ
り
深
く
潜
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に

静
粛
度
に
つ
い
て
、
第
二
世
代
の
原
潜
は
第
一
世
代
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
静
か
に
な
っ
て
い
た
が
、
在
来
型
は
艦
内
の
動
力
源
な
ど
か

ら
発
生
す
る
雑
音
は
極
め
て
低
い
の
で
、
静
粛
度
の
面
に
お
い
て
原
潜
よ
り
優
れ
て
い
る
。
静
粛
度
の
向
上
は
潜
水
艦
探
知
距
離
に
大
き

く
影
響
し
て
い
る
。
防
衛
庁
は
こ
の
よ
う
な
軍
事
技
術
の
進
歩
を
意
識
し
、
総
合
情
報
処
理
能
力
、
広
域
水
中
捜
索
能
力
、
位
置
局
限
能

力
、
機
動
性
や
機
内
作
業
環
境
と
い
う
条
件
か
ら
次
期
対
潜
機
の
機
種
選
定
を
行
っ
）
58
（
た
。

　

次
期
対
潜
機
の
機
種
選
定
に
は
三
段
階
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
六
八
年
―
一
九
七
二
年
一
〇
月
九
日
の
国
防
会
議
議
員
懇
談
会
ま
で
は
、

計
一
三
機
種
が
候
補
と
し
て
検
討
さ
れ
た
。
詳
細
な
技
術
的
検
討
は
省
略
す
る
が
、
検
討
し
た
結
果
、
最
終
的
に
国
内
開
発
機
、
折
衷
機

二
案
（
開
発
す
る
機
体
に
Ｐ
‐
３
Ｃ
あ
る
い
は
Ｓ
‐
３
Ａ
の
電
子
情
報
処
理
装
置
等
を
搭
載
す
る
も
の
）、
開
発
中
の
カ
ナ
ダ
製
Ｃ
Ｐ
‐
１
４
０
、

米
国
製
の
Ｐ
‐
３
Ｃ
案
の
五
機
種
が
残
っ
て
い
た
。
最
後
に
、
国
防
会
議
議
員
懇
談
会
で
、
国
産
化
に
関
す
る
従
来
の
議
論
が
白
紙
化
さ

れ
）
59
（

た
。
な
お
、
白
紙
化
の
意
味
は
、「「
国
産
化
を
白
紙
と
す
る
」
も
の
で
は
な
く
、「
国
産
化
の
是
非
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
白
紙
と

す
る
」
と
い
う
も
の
」
で
あ
）
60
（
る
。
研
究
開
発
と
量
産
の
国
産
化
は
同
じ
意
味
で
は
な
）
61
（
い
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
日
本
が
国
産
を
検
討
開

始
し
た
き
っ
か
け
は
、
米
国
が
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
リ
リ
ー
ス
を
拒
絶
し
、
ア
ビ
オ
ニ
ク
ス
の
一
世
代
遅
れ
た
Ｐ
‐
３
Ｂ
を
提
案
し
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
後
、
米
国
の
態
度
に
変
化
が
生
じ
、
一
九
七
二
年
初
頭
に
、
黒
部
穣
防
衛
庁
装
備
局
局
長
に
対
し
、
国
防
総
省
は
、
Ｐ
‐
３
Ｃ

の
完
成
品
の
輸
出
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
の
意
が
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
）
62
（

た
。

　

第
二
段
階
は
、
一
九
七
二
年
の
国
防
会
議
議
員
懇
談
会
か
ら
専
門
家
会
議
が
国
防
会
議
事
務
局
長
宛
に
答
申
を
出
し
た
一
九
七
四
年
一

二
月
に
か
け
て
の
期
間
で
あ
）
63
（
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
上
述
の
五
機
種
、
そ
し
て
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
つ
な
ぎ
導
入
で
得
ら
れ
た
技
術
を
生
か

し
て
同
機
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
活
用
す
る
国
内
開
発
機
、
ま
た
ほ
か
の
組
み
合
わ
せ
装
備
案
が
検
討
さ
れ
た
。
詳
細
な
技
術
的
検
討
は
省

略
す
る
が
、
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
輸
入
案
は
、
費
用
対
効
果
の
面
で
最
も
優
れ
て
い
る
が
、
導
入
後
の
維
持
・
改
善
・
整
備
・
補
給
に
致
命
的
難
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点
が
あ
る
。
Ｐ
‐
３
Ｃ
ラ
イ
セ
ン
ス
生
産
案
は
費
用
対
効
果
が
Ｐ
‐
３
Ｃ
輸
入
案
に
次
い
で
良
く
、
ほ
か
の
面
で
も
難
点
が
な
い
。
一
九

七
三
年
七
月
に
、
米
国
は
Ｐ
‐
３
Ｃ
の
リ
リ
ー
ス
が
可
能
で
あ
る
と
日
本
に
正
式
回
答
を
し
た
。
専
門
家
会
議
以
後
の
第
三
段
階
で
、
防

衛
庁
は
Ｃ
Ｐ
‐
１
４
０
、
Ｓ
‐
３
Ａ
、
そ
し
て
Ｐ
‐
３
Ｃ
に
つ
い
て
調
査
を
続
け
て
い
た
。
最
後
に
Ｐ
‐
３
Ｃ
ラ
イ
セ
ン
ス
案
が
選
定
さ

れ
た
。

　

海
自
が
対
潜
機
の
国
産
案
を
放
棄
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
当
時
Ｐ
‐
３
Ｃ
レ
ベ
ル
の
対
潜
機
を
国
内
開
発
で
き
る
見
通
し
の
不
確
実
性

が
高
か
っ
た
。
国
産
の
場
合
、「
開
発
し
た
段
階
で
は
同
じ
性
能
の
航
空
機
を
つ
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
性
能
向
上
が
十

分
で
き
ず
、
ま
た
引
き
離
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
岡
部
は
説
明
し
て
い
）
64
（

る
。
中
村
悌
次
も
国
産
の
問
題
点
が
、
機
体
で
は
な
く
、

「
そ
の
中
に
入
い
る
べ
き
デ
ー
タ
を
海
上
自
衛
隊
と
し
て
ぜ
ん
ぜ
ん
も
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
）
65
（
る
。
ま
た
米
国
は
最
初
に
Ｐ
‐
３
Ｃ

の
心
臓
部
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
潜
水
艦
の
音
紋
を
日
本
に
提
供
し
な
か
っ
た
が
、「
途
中
か
ら
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う

し
た
ら
、
海
幕
は
一
転
し
て
「
Ｐ
‐
３
Ｃ
」
直
接
導
入
と
い
う
こ
と
に
走
る
ん
だ
」
と
藤
井
は
回
想
し
て
い
）
66
（
る
。

㈡　

航
空
機
・
艦
艇
の
技
術
進
歩
と
対
潜
ヘ
リ
・
護
衛
艦
の
質
的
向
上

　

海
自
は
航
空
機
や
艦
艇
の
軍
事
技
術
の
進
歩
を
強
く
意
識
し
て
い
）
67
（

た
。
当
時
は
ミ
サ
イ
ル
化
が
進
み
、
航
空
機
の
Ａ
Ｓ
Ｍ
（
空
対
艦
ミ

サ
イ
ル
）
化
、
水
上
艦
艇
の
Ｓ
Ｓ
Ｍ
化
、
潜
水
艦
の
Ｕ
Ｓ
Ｍ
（
潜
没
し
た
ま
ま
発
射
す
る
こ
と
が
可
能
な
潜
対
艦
ミ
サ
イ
ル
）
化
の
能
力
が
顕
著

と
な
っ
た
。
長
距
離
大
型
爆
撃
機
に
対
す
る
Ａ
Ｓ
Ｍ
装
備
が
一
般
化
し
、
爆
撃
機
は
多
方
向
同
時
Ａ
Ｓ
Ｍ
攻
撃
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
、
水
上
艦
艇
部
隊
は
Ａ
Ｓ
Ｍ
の
脅
威
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
Ｕ
Ｓ
Ｍ
を
装
備
す
る
潜
水
艦
は
従
来

の
よ
う
な
直
衛
線
を
突
破
し
て
船
団
を
魚
雷
攻
撃
す
る
形
態
の
ほ
か
、
直
衛
線
の
遥
か
外
方
の
遠
距
離
か
ら
の
水
中
脅
威
が
増
大
し
た
。

対
潜
作
戦
に
お
い
て
は
、
洋
上
で
原
潜
を
追
い
詰
め
る
に
、
も
う
水
上
艦
艇
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
。
ま
ず
対
潜
機
で
潜
水
艦
を
追

跡
し
、
そ
れ
か
ら
対
潜
機
、
そ
し
て
ヘ
リ
・
艦
艇
で
攻
撃
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
軍
事
技
術
の
進
歩
で
、
艦
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艇
の
防
空
、
対
潜
、
対
艦
能
力
の
強
化
は
必
要
と
な
り
、
海
自
は
第
二
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
対
潜
ヘ
リ
そ
し
て
艦
艇
の
質
的
向
上
を
進

め
て
い
た
。

㈢　

戦
闘
機
の
技
術
進
歩
と
戦
闘
機
の
質
的
向
上

　

髙
橋
秀
幸
は
、
Ｆ
‐
15
の
導
入
が
、
極
東
ソ
連
空
軍
の
「
小
規
模
侵
攻
」
に
独
力
で
対
処
で
き
る
防
衛
力
を
Ｏ
Ｒ
で
計
算
し
た
「
所
要

防
衛
力
」
の
構
想
を
反
映
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
）
68
（

る
。
し
か
し
、
新
戦
闘
機
の
導
入
が
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
検
討
さ
れ
た
時
、
極
東

ソ
連
軍
は
ま
だ
強
力
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
限
定
的
小
規
模
」
と
い
う
ソ
連
の
差
し
迫
っ
た
脅
威
は
、
当
時
世
界
で
一
番
先
進
的

な
戦
闘
機
の
導
入
の
指
針
に
な
り
に
く
い
は
ず
で
あ
る
。

　

空
自
は
、
戦
闘
機
の
軍
事
技
術
の
向
上
を
強
く
意
識
し
て
い
）
69
（

た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
世
代
の
航
空
機
が
第
三
世
代
の
高
性
能
の
新
鋭
機

へ
の
更
新
が
図
ら
れ
る
こ
と
や
第
四
世
代
の
航
空
機
の
出
現
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
と
認
識
し
て
い
た
。
次
世
代
の
戦
闘
機
に
は
多
く
の
新

し
い
特
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
当
時
の
戦
闘
機
の
推
力
重
量
比
が
大
き
く
な
り
、
翼
面
荷
重
が
小
さ
く
な
る
た
め
、
機
動
性
は
飛
躍
的
に
向

上
し
て
い
た
。
ま
た
、
航
続
距
離
が
延
伸
し
、
航
法
装
置
の
改
善
な
ど
で
高
々
度
・
超
低
空
作
戦
能
力
が
向
上
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
搭

載
電
子
装
置
が
精
密
化
さ
れ
、
強
力
な
電
子
妨
害
（
Ｅ
Ｃ
Ｍ
）
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
電
子
戦
能
力
も
飛
躍
的
に
向
上
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
従
来
主
と
し
て
爆
撃
機
が
搭
載
し
て
い
た
空
対
地
ミ
サ
イ
ル
（
Ａ
Ｓ
Ｍ
あ
る
い
は
Ａ
Ｇ
Ｍ
）
の
性
能
の
向
上
に
併
行
し
て
戦
闘
機

に
も
搭
載
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
技
術
進
歩
に
基
づ
き
、
空
自
は
、
全
天
候
作
戦
能
力
、
高
々
度
高
速
目
標
対
処
能
力
、
低

高
度
目
標
対
処
能
力
、
対
戦
闘
機
戦
闘
能
力
、
対
電
子
戦
能
力
、
独
立
戦
闘
能
力
そ
し
て
導
入
や
訓
練
上
な
ど
の
考
慮
と
い
う
七
つ
の
側

面
か
ら
、
新
戦
闘
機
の
選
定
作
業
を
行
っ
て
い
た
。

　

空
自
は
、
一
九
七
二
―
一
九
七
四
年
末
の
一
次
整
理
で
、
一
三
機
種
を
拾
い
上
げ
、
一
九
七
五
年
二
月
の
二
次
整
理
で
、
Ｍ
Ｒ
Ｃ
Ａ
パ

ナ
ビ
ア
（
英
、
西
独
、
伊
共
同
開
発
）、
ミ
ラ
ー
ジ
ュ
Ｆ
１
Ｍ
‐
53
（
仏
製
）、
Ｊ
Ａ
37
サ
ー
ブ
ビ
ゲ
ン
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
製
）、
米
国
製
四
機
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種
の
Ｆ
‐
14
、
Ｆ
‐
15
、
Ｙ
Ｆ
‐
16
（
後
の
Ｆ
‐
16
）
と
Ｙ
Ｆ
‐
17
（
後
の
Ｆ
／
Ａ
‐
18
）
と
い
う
七
機
種
に
絞
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七

五
年
末
に
、
米
国
製
の
Ｆ
‐
14
、
Ｆ
‐
15
、
Ｆ
‐
16
に
絞
り
込
ん
）
70
（

だ
。
こ
れ
か
ら
上
述
し
た
軍
事
技
術
の
進
歩
は
空
自
の
機
種
選
定
へ
の

影
響
を
考
察
す
る
。

　

空
自
は
な
ぜ
Ｆ
‐
14
と
Ｆ
‐
16
を
放
棄
し
た
の
）
71
（
か
。
Ｆ
‐
14
は
、
全
天
候
作
戦
能
力
、
高
々
度
高
速
目
標
対
処
能
力
、
低
高
度
目
標
対

処
能
力
、
対
電
子
戦
能
力
や
独
立
戦
闘
能
力
が
優
秀
で
あ
る
が
、
低
高
度
か
ら
入
っ
て
く
る
目
標
を
ア
ナ
ロ
グ
的
な
処
理
で
見
つ
け
る
と

い
う
欠
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｆ
‐
14
は
長
射
程
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ミ
サ
イ
ル
（
Ａ
Ｉ
Ｍ
‐
54
）
を
装
備
し
、
高
度
な
同
時
多
目
標
攻
撃

能
力
を
持
ち
、
米
国
の
艦
隊
防
空
に
最
も
適
し
た
機
種
で
あ
る
が
、
重
量
が
重
く
、
機
動
的
か
つ
軽
快
に
運
動
す
る
と
い
う
点
で
は
Ｆ
‐

15
に
一
歩
譲
り
、
日
本
の
広
い
防
空
範
囲
を
専
守
防
衛
の
構
想
の
下
で
防
衛
す
る
任
務
に
は
適
切
な
要
撃
能
力
を
期
待
で
き
な
い
。
ま
た
、

Ｆ
‐
14
を
導
入
す
れ
ば
、
空
自
の
滑
走
路
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

Ｆ
‐
16
は
小
型
な
戦
闘
機
で
あ
り
、
ミ
サ
イ
ル
を
サ
イ
ド
ワ
イ
ン
ダ
ー
し
か
搭
載
で
き
ず
、
ス
ピ
ー
ド
も
出
に
く
い
。
加
え
て
燃
料
も

少
な
く
、
レ
ー
ダ
ー
能
力
に
も
限
界
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｆ
‐
16
は
全
天
候
性
が
付
与
さ
れ
う
る
も
の
の
、
本
来
昼
間
戦
闘
機
で
あ
り
、

全
天
候
作
戦
能
力
が
不
足
し
て
お
り
、
ま
た
高
々
度
高
速
目
標
対
処
能
力
、
低
高
度
目
標
対
処
能
力
、
対
電
子
戦
能
力
が
弱
く
、
そ
し
て

独
力
戦
闘
能
力
も
Ｆ
‐
15
と
Ｆ
‐
14
に
や
や
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｆ
‐
16
は
中
高
度
亜
音
速
以
下
の
領
域
に
お
い
て
は
運
動
性
能
が
Ｆ
‐

15
と
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
る
が
、
高
々
度
超
音
速
領
域
で
の
戦
闘
機
対
処
能
力
が
高
く
な
い
。
最
後
に
Ｆ
‐
16
の
実
機
は
ま
だ
完
成
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
配
備
の
不
確
実
性
が
高
い
。

㈣　

軍
事
技
術
仮
説
の
説
明
力

　

本
章
の
考
察
で
、
当
時
は
軍
事
技
術
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
兵
器
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
自
衛
隊
が
、
対
潜
や

防
空
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
任
務
に
関
連
す
る
軍
事
技
術
の
変
化
を
強
く
意
識
し
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
質
的
向
上
を
行
っ
た
こ
と
は
実
証
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さ
れ
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
の
二
つ
目
の
独
立
変
数
の
説
明
力
も
高
い
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
大
綱
成
立
後
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
化
、
そ
し
て
そ
の
変
化
の
原
因
に
関
す
る
論
争
に
貢
献
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
大
綱
成

立
後
に
お
け
る
自
衛
隊
の
防
衛
力
構
想
に
関
す
る
「
脱
脅
威
論
対
低
脅
威
論
」
論
争
の
問
題
点
を
検
討
し
、
防
衛
構
想
の
原
則
を
め
ぐ
る

論
争
だ
け
で
な
く
、
自
衛
隊
の
変
容
を
体
系
的
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
綱
成
立
後
に
お
け
る
自
衛

隊
の
変
容
（
本
稿
の
従
属
変
数
）
と
は
何
か
と
い
う
一
つ
目
の
問
い
を
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
時
期
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
化
の
原

因
に
関
し
、
外
部
脅
威
論
と
同
盟
政
治
論
と
い
う
二
つ
の
説
明
の
問
題
点
を
検
討
し
、
当
該
時
期
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容
の
原
因
（
本

稿
の
独
立
変
数
）
と
は
何
か
と
い
う
本
稿
の
二
つ
目
の
問
い
を
設
定
し
た
。

　

本
稿
の
主
張
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
自
衛
隊
の
部
隊
の
編
成
に
「
中
」
レ
ベ
ル
の
変
化
、
そ
し
て
兵
器
シ
ス
テ
ム
に
「
大
」
レ

ベ
ル
の
変
化
が
あ
り
、
総
じ
て
自
衛
隊
の
変
容
は
比
較
的
に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
変
容
の
要
因
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
防
衛
力
の
強
化
を
支

持
し
な
い
政
治
家
は
、
自
衛
隊
の
規
模
の
現
状
維
持
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
設
定
し
た
が
、
当
時
の
政
治
家
に
は
深
く
自
衛
隊
に
介
入

す
る
制
度
的
基
盤
が
な
か
っ
た
た
め
、
自
衛
隊
は
そ
の
枠
組
み
に
お
い
て
部
隊
の
編
成
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
時

は
国
際
環
境
に
お
け
る
軍
事
技
術
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
自
衛
隊
は
、
対
潜
や
防
空
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
任
務
に
関
連
す
る
軍
事

技
術
の
変
化
を
強
く
意
識
し
、
兵
器
シ
ス
テ
ム
の
質
的
向
上
を
行
っ
た
。

　

本
稿
の
理
論
的
含
意
と
し
て
、
ま
ず
、
国
家
は
い
つ
も
外
部
の
脅
威
し
か
注
目
し
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
軍
事
力
の
構
築
は
比
較

的
に
長
期
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
国
際
環
境
に
お
い
て
、
一
時
的
に
外
部
の
脅
威
が
強
く
な
く
と
も
、
軍
隊
が
積
極

的
に
変
化
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
ま
た
平
和
・
反
軍
主
義
の
制
約
に
つ
い
て
、
確
か
に
一
九
七
八
年
の
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
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の
指
針
」
が
成
立
し
た
こ
と
に
、
当
時
日
本
の
「
反
軍
主
義
」
の
後
退
が
重
要
な
原
因
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
72
（
が
、
平
和
・
反
軍
主

義
の
自
衛
隊
の
変
容
に
対
す
る
制
約
は
、
同
じ
よ
う
に
変
化
し
て
い
な
い
。
本
稿
の
考
察
で
は
、
少
な
く
と
も
大
綱
成
立
後
に
、
そ
の
制

約
は
弱
く
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
平
和
・
反
軍
主
義
の
役
割
を
多
次
元
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
、
理
論
上
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
本
稿
が
考
察
し
た
後
の
時
期
に
お
け
る
自
衛
隊
の
変
容
と
は
何
か
、
そ
の
変
容
の
原
因
と
は
何
か
を
今
後
の
研
究
課
題
に
し

た
い
。
自
衛
隊
の
防
衛
構
想
は
引
き
続
き
変
化
し
て
い
る
の
か
、
イ
ー
ジ
ス
艦
や
Ｆ
‐
２
支
援
戦
闘
機
の
導
入
な
ど
は
自
衛
隊
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
よ
り
詳
細
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
日
米
研
究
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
（
Ｕ
Ｓ
Ｊ
Ｉ
）（「
Ｕ
Ｓ
Ｊ
Ｉ
ス
カ
ラ
ー
制
度
」
二
〇
一
七
年
度
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

（
1
）  

田
中
明
彦
『
安
全
保
障

―
戦
後
五
〇
年
の
模
索
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
、
第
八
章；

佐
道
明
広
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
二
五
九
―
二
八
五
頁
な
ど
多
数
。

（
2
）  

松
岡
広
哲
、
中
島
信
吾
「
所
要
防
衛
力
か
ら
基
盤
的
防
衛
力
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
政
策
決
定
に
関
す
る
考
察
」『
国
際
安
全
保
障
』
第
四
四

巻
第
三
号
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
、
一
―
二
〇
頁；
真
田
尚
剛
「「
防
衛
計
画
の
大
綱
」
に
お
け
る
基
盤
的
防
衛
力
構
想
の
採
用　

一
九
七
四
〜

一
九
七
六
年

―
防
衛
課
の
「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
」
構
想
を
巡
る
攻
防
」『
国
際
政
治
』
第
一
八
八
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
九
三
―
一
〇
八

頁；

千
々
和
泰
明
「
未
完
の
「
脱
脅
威
論
」

―
基
盤
的
防
衛
力
構
想
再
考
」『
防
衛
研
究
所
紀
要
』
第
一
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、

一
三
一
―
一
四
八
頁
。

（
3
）  

略
記
は
五
三
中
業
で
あ
り
、
主
と
し
て
一
九
七
八
年
度
に
作
成
作
業
が
行
わ
れ
、
一
九
七
九
年
七
月
に
長
官
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
五
三

中
業
は
最
後
の
二
年
間
が
「
五
六
中
業
」
と
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
際
は
三
年
間
（
一
九
八
〇
―
一
九
八
二
年
度
）
を
対
象
に
し
て
い
た
。
具

体
的
に
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
庁
「
五
三
概
要
」
日
付
な
し
『
宝
珠
山
昇
関
係
文
書
』（
以
下
『
宝
珠
山
文
書
』）
三
二
―
六
、
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
（
以
下
憲
政
）。

（
4
）  Jennifer M

. Lind, 

“Pacifism
 or Passing the Buck? Testing Theories of Japanese Security Policy,

” International Security 29, 
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no. 1, （Sum
m
er 2004

）: 110 -116.

（
5
）  

吉
田
真
吾
『
日
米
同
盟
の
制
度
化

―
発
展
と
深
化
の
歴
史
過
程
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
二
六
四
―
二
八
五
頁
。

（
6
）  

髙
橋
秀
幸
「
ポ
ス
ト
四
次
防
期
に
お
け
る
航
空
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
と
近
代
化

―
基
盤
的
防
衛
力
構
想
へ
の
対
応
と
Ｆ
‐
15
導
入
を

事
例
と
し
て
」『
戦
史
研
究
年
報
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
五
七
―
五
八
頁；

防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機
の
選
定
に
つ
い
て
」『
防
衛
ア
ン

テ
ナ
』
第
二
〇
六
号
、
一
九
七
七
年
九
月
、
一
一
頁
。

（
7
）  
例
え
ば
、
Ｆ
‐
15
と
Ｐ
‐
３
Ｃ
が
導
入
さ
れ
る
前
に
、
日
本
は
す
で
に
米
国
製
の
Ｆ
‐
１
０
４
Ｊ
戦
闘
機
、
Ｆ
‐
４
Ｅ
Ｊ
戦
闘
機
、
Ｐ
2
Ｖ
‐

7
対
潜
機
な
ど
を
導
入
し
て
い
た
。

（
8
）  Theo Farrell and Terry Terriff, 

“The Sources of M
ilitary Change,

” in The Sources of M
ilitary Change: Culture, Politics, 

Technology, eds., Theo Farrell and Terry Terriff （Boulder, CO
: Lynne Rienner, 2002

）, 5 -6.

（
9
）  

戦
術
核
兵
器
に
対
応
す
る
能
力
を
付
与
さ
せ
た
歩
兵
師
団
の
編
成
。

（
10
）  

本
稿
は
、
戦
後
日
本
の
防
衛
用
語
を
考
慮
し
、
自
衛
隊
に
関
し
て
議
論
す
る
時
は
、「
軍
隊
」
や
「
軍
事
力
」
な
ど
で
な
く
、「
自
衛
隊
」
や

「
防
衛
力
」
な
ど
を
使
用
す
る
。
本
稿
は
、
自
衛
隊
が
軍
隊
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
議
論
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
11
）  

防
衛
庁
「
五
六
補
足
」
一
九
八
二
年
八
月
『
宝
珠
山
文
書
』
三
二
―
八
、
憲
政
。 

（
12
）  

Ｐ
Ｓ
‐
１
は
対
潜
哨
戒
飛
行
艇
で
あ
る
が
、
本
稿
で
便
宜
上
、
Ｐ
‐
２
Ｊ
な
ど
と
一
緒
に
対
潜
機
と
呼
ぶ
。

（
13
）  

海
自
の
対
潜
機
の
機
数
に
つ
い
て
：
防
衛
庁
編
『
防
衛
白
書
』
一
九
七
七
年
版
、
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
七
七
年
、
一
八
四
頁；

以
下
、『
防

衛
白
書
』
は
、
年
度
と
頁
数
以
外
は
省
略
す
る；
『
防
衛
白
書
』
一
九
八
八
年
版
、
二
九
八
頁
。

（
14
）  

以
下
、
護
衛
艦
の
艦
種
は
、
略
語
（
Ｄ
Ｄ
Ｈ
の
よ
う
に
）
で
表
記
す
る
。

（
15
）  

「
江
間
清
二
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
冷
戦
期
の
防
衛
力
整
備
と

同
盟
政
策
七
』
防
衛
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
、
七
四
頁；
以
下
、『
冷
防
同
七
』
の
要
領
で
略
記
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
Ｏ
Ｈ
、
防
衛
研

究
所
は
防
研
と
略
記；

「
吉
川
圭
祐
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
三
』
二
〇
一
四
年
、
一
八
八
―
一
九
一
頁
。

（
16
）  

空
自
の
戦
闘
機
の
機
数
に
つ
い
て
：『
防
衛
白
書
』
一
九
七
七
年
版
、
一
八
四
頁；

『
防
衛
白
書
』
一
九
八
六
年
版
、
三
〇
三
頁；

『
防
衛
白

書
』
一
九
八
八
年
版
、
二
九
八
頁；

Ｆ
‐
15
の
取
得
機
数
は
五
六
中
業
で
一
五
五
機
に
変
更
さ
れ
た
。

（
17
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機
の
選
定
に
つ
い
て
」
九
―
一
一
、
五
〇
―
五
一
頁；

『
防
衛
白
書
』
一
九
七
七
年

版
、
一
二
〇
―
一
二
二
頁；

「
江
間
Ｏ
Ｈ
」
七
五
頁
。
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（
18
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：「
岡
部
文
雄
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
六
』
二
〇
一
六
年
、
五
四
―
五
五
頁；

Ｃ
．
Ｏ
．
Ｅ
．
オ
ー
ラ
ル
・
政
策
研

究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
大
賀
良
平
Ｏ
Ｈ　

第
二
卷
』
政
策
研
究
大
学
院
大
学
、
二
〇
〇
五
年
、
九
五
―
九
六
頁；

防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機
の
選
定
に

つ
い
て
」
五
〇
―
五
一
頁
。

（
19
）  
こ
の
目
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
海
上
自
衛
隊
五
十
年
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
海
上
自
衛
隊
五
十
年
史　

本
編
』
防
衛
庁
海
上
幕
僚
監
部
、
二

〇
〇
三
年
、
一
五
五
―
一
六
一
、
一
七
二
―
一
七
三
、
一
九
五
―
一
九
六
、
三
〇
五
―
三
〇
六
頁；

長
田
博
「
五
三
中
業　

昭
和
五
五
―
五
七
年

度
」『
世
界
の
艦
船
』
一
九
九
八
年
一
月
特
大
号
、
一
六
三
頁
。

（
20
）  

本
稿
で
護
衛
艦
を
表
示
す
る
方
法
に
つ
い
て
：
数
字
（
例
え
ば
、
四
三
）
は
護
衛
艦
の
建
造
予
算
の
取
ら
れ
た
年
度
を
日
本
の
年
号
で
表
示
す

る
も
の
で
あ
り
、
英
字
の
略
語
（
例
え
ば
、
Ｄ
Ｄ
Ｈ
）
は
護
衛
艦
の
種
類
で
あ
り
、「
は
る
な
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
護
衛
艦
の
艦
名
で
あ
る
。

以
下
で
、
護
衛
艦
に
つ
い
て
、「
年
号
―
艦
種
―
艦
名
」
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
。

（
21
）  

こ
の
段
落
と
次
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
局
防
衛
課
「
新
戦
闘
機
の
選
定
作
業
の
経
緯
と
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
」
日
付
な
し

『
宝
珠
山
文
書
』
二
八
―
一
、
憲
政；

「
阿
部
博
男
Ｏ
Ｈ
」
防
研
編
『
山
田
良
市
Ｏ
Ｈ
』
防
研
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
八
頁；

航
空
自
衛
隊
五
十
年

史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
航
空
自
衛
隊
五
十
年
史

―
美
し
き
大
空
と
と
も
に
』
防
衛
庁
航
空
幕
僚
監
部
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
二
―
一
六
三
、
二

六
六
―
二
六
九
頁
。

（
22
）  

Ｅ
‐
２
Ｃ
の
導
入
過
程
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
空
自
五
十
年
委
員
会
『
航
空
自
衛
隊
五
十
年
史
』
四
三
五
―
四
四
〇
頁；

奥
山
俊

宏
『
秘
密
解
除　

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件

―
田
中
角
栄
は
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
に
嫌
わ
れ
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
第
七
章
。

（
23
）  Barry R. Posen, The Sources of M

ilitary D
octrine: France, Britain, and G

erm
any Between the W

orld W
ars （Cornell U

niversity 
Press, 1984

）, 44 -47.

（
24
）  

グ
レ
ア
ム
・
ア
リ
ソ
ン
『
決
定
の
本
質

―
キ
ュ
ー
バ
・
ミ
サ
イ
ル
危
機
の
分
析
』
宮
里
政
玄
訳
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
七
年
、
一
〇

〇
―
一
〇
二
頁
。

（
25
）  Stephen P. Rosen, W

inning the N
ext W

ar: Innovation and the M
odern M

ilitary （Cornell U
niversity Press, 1991

）, esp. chap. 2.

（
26
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
廣
瀬
克
哉
『
官
僚
と
軍
人

―
文
民
統
制
の
限
界
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
四
四
―
五
〇
頁
。

（
27
）  

佐
道
『
戦
後
日
本
の
防
衛
と
政
治
』
四
一
―
四
七
頁；

国
防
会
議
に
は
、
防
衛
予
算
の
作
成
に
影
響
力
を
行
使
で
き
る
大
蔵
大
臣
が
出
席
で
き

る
。

（
28
）  

廣
瀬
『
官
僚
と
軍
人
』
六
〇
―
六
九
頁；

塚
本
勝
也
「
政
軍
関
係
と
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
山
本
吉
宣
、
河
野
勝
編
『
ア
ク
セ
ス　
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安
全
保
障
論
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
。

（
29
）  

田
中
『
安
全
保
障
』
二
五
〇
頁
。

（
30
）  

服
部
龍
二
『
田
中
角
栄

―
昭
和
の
光
と
闇
』
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
三
頁
。

（
31
）  
「
丸
山
昂
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
一
九
九
六
年
四
月
一
二
日
、N

ational Security Archive U.S.-Japan Project, O
ral H

istory Program
, 

https://nsarchive2.gw
u.edu//japan/m

aruyam
a.pdf

、
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
。

（
32
）  
廣
瀬
『
官
僚
と
軍
人
』
一
七
一
―
一
八
七
頁
。

（
33
）  

防
衛
局
防
衛
課
長
「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
の
検
討
に
つ
い
て
（
依
頼
）」
一
九
七
五
年
二
月
一
五
日
『
宝
珠
山
文
書
』
九
―
六
、
憲
政
。

（
34
）  

防
衛
事
務
次
官
「
常
備
す
べ
き
防
衛
力
の
検
討
に
つ
い
て
（
通
達
）」
一
九
七
五
年
四
月
七
日
『
宝
珠
山
文
書
』
九
―
八
、
憲
政
。

（
35
）  

千
々
和
泰
明
「「
五
一
大
綱
」
に
お
け
る
防
衛
構
想
と
自
衛
隊
」『
戦
史
研
究
年
報
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
四
四
―
六
四
頁
。

（
36
）  

「
寺
島
泰
三
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
四
』
二
〇
一
五
年
、
九
五
頁；

「
松
村
榮
一
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
三
』
三
〇
一
頁；

内
局
も
、
陸
自
の
自
衛
官
定
数
に

つ
い
て
、
基
盤
的
防
衛
力
が
一
五
万
五
千
人
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

（
37
）  

「
松
村
Ｏ
Ｈ
」
三
〇
〇
―
三
〇
一
頁
。

（
38
）  

同
右
、
三
三
二
―
三
三
三
頁
。

（
39
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：「
三
井
康
有
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
四
』
三
〇
五
―
三
〇
六
頁；

「
寺
島
Ｏ
Ｈ
」
八
五
―
八
九
頁；

『
防
衛
白
書
』

一
九
七
七
年
版
、
六
三
―
六
七
頁
。

（
40
）  

「
吉
川
Ｏ
Ｈ
」
一
八
三
頁；

「
岡
部
Ｏ
Ｈ
」
六
四
頁
。

（
41
）  

相
澤
輝
昭
「
ポ
ス
ト
四
次
防
に
お
け
る
海
上
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
に
関
す
る
研
究

―
海
上
防
衛
力
近
代
化
と
「
八
艦
八
機
体
制
」」

『
戦
史
研
究
年
報
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
二
七
―
五
五
頁
。

（
42
）  

な
お
、「
八
艦
八
機
体
制
」
の
成
立
に
は
、
軍
事
技
術
の
影
響
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
で
詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
具

体
的
に
、
以
下
の
文
献
を
参
照
：
相
澤
「
海
上
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
に
関
す
る
研
究
」
四
七
―
四
八
頁
。

（
43
）  

相
澤
輝
昭
「
ポ
ス
ト
四
次
防
に
お
け
る
海
上
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想

―
海
上
航
空
部
隊
近
代
化
と
「
Ｐ
‐
３
Ｃ
百
機
体
制
」」『
防
衛
研

究
所
紀
要
』
第
一
八
巻
第
二
号
、
二
〇
一
六
年
二
月
、
一
〇
〇
―
一
〇
四
頁
。

（
44
）  

「
岡
部
Ｏ
Ｈ
」
七
一
頁
。

（
45
）  

『
大
賀
Ｏ
Ｈ
』
九
三
―
九
四
頁
。
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（
46
）  

防
衛
庁
「
Ｐ
‐
３
Ｃ
及
び
Ｆ
‐
15
関
係
書
類
綴
」
一
九
七
七
年
一
二
月
二
三
日
『
宝
珠
山
文
書
』
一
二
―
三
、
憲
政；

防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機

の
選
定
に
つ
い
て
」
二
六
―
二
七
頁
。

（
47
）  

坂
田
道
太
『
小
さ
く
て
も
大
き
な
役
割
』
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
、
一
一
五
―
一
二
〇
頁；

『
防
衛
白
書
』
一
九
七
七
年
版
、
第
四
章
。

（
48
）  
「
江
間
Ｏ
Ｈ
」
九
〇
頁
。

（
49
）  
防
研
編
『
鈴
木
昭
雄
Ｏ
Ｈ
』
防
研
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
八
頁
。

（
50
）  
室
山
義
正
『
日
米
安
保
体
制

―
冷
戦
後
の
安
全
保
障
戦
略
を
構
想
す
る
（
下
）』
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
、
三
八
九
―
三
九
〇
頁
。

（
51
）  

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
〇
月
一
五
日；

『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
一
月
一
三
日
。

（
52
）  

「
森
繁
弘
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
二
』
二
〇
一
三
年
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
。

（
53
）  

空
自
五
十
年
委
員
会
『
航
空
自
衛
隊
五
十
年
史
』
四
二
五
頁
。

（
54
）  

室
山
『
日
米
安
保
体
制
（
下
）』
三
九
〇
頁
。

（
55
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
〇
月
一
五
日；

『
読
売
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
一
月
二
一
日；

『
読
売
新

聞
』
一
九
七
六
年
一
二
月
九
日；
『
読
売
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
二
月
二
日；

『
読
売
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
二
月
一
〇
日；

『
鈴
木
Ｏ
Ｈ
』
一
七

八
頁
。

（
56
）  

相
澤
「
海
上
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
」
一
〇
八
頁

（
57
）  

防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機
の
選
定
に
つ
い
て
」
二
―
六
頁
。

（
58
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
同
右
、
二
―
六
、
九
―
一
一
頁
。

（
59
）  

同
右
、
一
二
頁
―
一
九
頁
。

（
60
）  

『
防
衛
白
書
』
一
九
七
七
年
版
、
一
二
五
頁
。

（
61
）  

「
江
間
Ｏ
Ｈ
」
九
八
頁
。

（
62
）  Am
erican Em

bassy Tokyo to Secretary of State, 

“The Lockheed Scandal and Japan

’s ASW
 D

ecision,

” February 20, 1976, 
RG

 59, N
ational Archives II, College Park, M

aryland.

（
63
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
庁
「
次
期
対
潜
機
の
選
定
に
つ
い
て
」
一
三
―
二
六
頁；

「
江
間
Ｏ
Ｈ
」
九
七
頁
。

（
64
）  

「
岡
部
Ｏ
Ｈ
」
五
四
―
五
五
頁
。

（
65
）  

防
研
編
『
中
村
悌
次
Ｏ
Ｈ　

下
巻
』
防
研
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
五
頁
。
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（
66
）  

「
藤
井
一
夫
Ｏ
Ｈ
」『
冷
防
同
六
』
二
四
二
頁
。

（
67
）  

こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
長
田
博
「
八
艦
八
機
の
四
個
群
体
制
つ
い
に
完
成
！
」『
世
界
の
艦
船
』
一
九
九
五
年
六
月
号
、
九
七
―

九
八
頁；

『
大
賀
Ｏ
Ｈ
』
三
〇
―
三
一
頁；

「
吉
川
Ｏ
Ｈ
」
一
八
九
頁；

海
自
五
十
年
委
員
会
『
海
上
自
衛
隊
五
十
年
史
』
一
五
五
―
一
七
二
頁
。

（
68
）  
髙
橋
「
航
空
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
と
近
代
化
」
四
五
―
七
一
頁
。

（
69
）  
こ
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
課
「
新
戦
闘
機
の
選
定
作
業
」
二
―
六
頁
。

（
70
）  
髙
橋
「
航
空
自
衛
隊
の
防
衛
力
整
備
構
想
と
近
代
化
」
五
七
―
五
九
頁
。

（
71
）  

こ
の
段
落
と
次
の
段
落
は
以
下
の
文
献
を
参
照
：
防
衛
課
「
新
戦
闘
機
の
選
定
作
業
」；

「
阿
部
Ｏ
Ｈ
」
三
八
八
頁；

「
山
田
良
市
Ｏ
Ｈ
」『
山

田
良
市
Ｏ
Ｈ
』
二
五
九
―
二
六
〇
頁
。

（
72
）  

吉
田
『
日
米
同
盟
の
制
度
化
』
二
五
二
―
二
六
四
頁
。

王
　
瑞
（
オ
ウ　

ズ
イ
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

国
際
安
全
保
障
学
会
、
日
本
防
衛
学
会

専
攻
領
域　
　

国
際
政
治
学
、
安
全
保
障
論
、
日
本
政
治
外
交
史

主
要
著
作　
　
「
冷
戦
後
に
お
け
る
日
米
同
盟
の
強
化
と
中
国
へ
の
影
響

―
安
全
保
障
ジ
レ
ン
マ

の
視
点
か
ら

―
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
』
第
五
六
号

（
二
〇
一
六
年
）


